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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層エラストマー物品であって、
　第１の着色顔料が配合された第１のエラストマー材料を含む第１の層と、
　第２の着色顔料及び二酸化チタンが配合された第２のエラストマー材料を含む第２の層
であって、前記第２の着色顔料が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１０
０乾燥重量部あたり０．５重量部ないし１５重量部の範囲の量で含まれ、前記二酸化チタ
ンの重量部の前記第２の着色顔料の重量部に対する比率が、０．２５ないし３の範囲であ
る、該第２の層と、を含み、
　前記第１の層と前記第２の層との間に、前記第１の層の損傷を検出するのに十分なレベ
ルのコントラストが存在するように構成したことを特徴とする多層エラストマー物品。
【請求項２】
　前記第１のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエン
ゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、
またはこれらの任意の組み合わせを含み、
　前記第２のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエン
ゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、
またはこれらの任意の組み合わせを含むことを特徴とする、請求項１に記載の多層エラス
トマー物品。
【請求項３】
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　前記第１のエラストマー材料及び前記第２のエラストマー材料のそれぞれがニトリルゴ
ムを含むことを特徴とする、請求項２に記載の多層エラストマー物品。
【請求項４】
　前記ニトリルゴムに、アルカリ剤、金属酸化物、硫黄架橋剤、及び加硫促進剤を配合し
たことを特徴とする、請求項２に記載の多層エラストマー物品。
【請求項５】
　前記第１のエラストマー材料がポリウレタンを含み、
　前記第２のエラストマー材料がニトリルゴムを含むことを特徴とする、請求項２に記載
の多層エラストマー物品。
【請求項６】
　当該多層エラストマー物品が手袋であり、
　前記第１の層により前記手袋の把持側層を形成し、前記第２の層により前記手袋の着用
側層を形成したことを特徴とする、請求項１に記載の多層エラストマー物品。
【請求項７】
　前記手袋がカフを含み、
　前記カフを前記第２の層から形成したことを特徴とする、請求項６に記載の多層エラス
トマー物品。
【請求項８】
　前記手袋が、０．０１ミリメートルないし６ミリメートルの範囲の手の平領域厚さを有
することを特徴とする、請求項６に記載の多層エラストマー物品。
【請求項９】
　前記第１の層が前記第２の層よりも暗い色を有しており、
　前記第１の層及び前記第２の層が、国際照明委員会（ＣＩＥ）が１９７６年に定めた規
格に従って測定して、約２．５以上のΔＥ＊色差を示すことを特徴とする、請求項１に記
載の多層エラストマー物品。
【請求項１０】
　前記第２の層が、２５％以上の彩度を示すことを特徴とする、請求項１に記載の多層エ
ラストマー物品。
【請求項１１】
　前記第２の層が、２５％以上の明度を示すことを特徴とする、請求項１に記載の多層エ
ラストマー物品。
【請求項１２】
　前記第１の着色顔料が、前記第１の層に、前記第１のエラストマー材料の１００乾燥重
量部あたり０．２５重量部ないし５重量部の範囲の量で含まれることを特徴とする、請求
項１に記載の多層エラストマー物品。
【請求項１３】
　前記二酸化チタンが、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分
あたり０．２５重量部ないし３０重量部の範囲の量で含まれることを特徴とする、請求項
１に記載の多層エラストマー物品。
【請求項１４】
　マスクを用いて前記第１の層の表面にグラフィック、パターン、ロゴ、デザイン、また
はテキストが形成され、
　前記マスクを用いた位置において前記第２の層が見えるように構成したことを特徴とす
る、請求項１に記載の多層エラストマー物品。
【請求項１５】
　前記第１の層が損傷したときに、その損傷した部分において前記第２の層の前記第２の
着色顔料が露出することにより、前記損傷の検出が容易になるように構成したことを特徴
とする、請求項１に記載の多層エラストマー物品。
【請求項１６】
　当該多層エラストマー物品がリバーシブルであることを特徴とする、請求項１に記載の
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多層エラストマー物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、米国特許仮出願第６２／２５７、２７６号（２０１５年１１月１９日出願）
に基づく優先権を主張するものである。上記出願は、その全文を引用することを以って本
明細書の一部となす。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、１以上の材料層から作製されたエラストマー物品に関する。特に、本発明は
、少なくとも２つの別個のエラストマー材料層を含む任意のエラストマー手袋（例えば、
手術用手袋、実験用手袋、工業用手袋、緊急対応者用手袋など）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　新しいゴム材料の開発により、様々な強度及び耐化学性を有する多様なエラストマー物
品（例えば、手袋）を製造することが可能になった。手袋は、ある表面または体液（例え
ば、血液）から着用者の皮膚に移動し得る細菌、ウイルス、病原体、感染症、病気などへ
の暴露から着用者を保護するための感染防御デバイスとして使用される。手袋はまた、着
用者が様々な化学物質と接触するのを防止するために製造環境でも使用される。また、い
くつかの医療現場では、化学療法薬などの毒性を有する特定の医薬品から着用者を保護す
るために、手袋を使用することができる。医療現場で使用する場合も製造現場で使用する
場合も、ニードル、ハサミ、ブレード、止血鉗子などの鋭利なものや、製造に使用される
機器の周囲で手袋を使用するときには、使用中の手袋に破れ（または、穴、裂け）が生じ
る危険性がある。このような破れが生じると、手袋により提供される保護バリアが損傷し
、着用者が細菌、ウイルス、病原体、感染症、病気などに曝される危険性が高くなる。そ
のため、着用者は、手袋により提供される保護バリアの損傷に気が付くことが重要である
。しかし、ほとんどの場合、損傷（例えば、小さなゲージニードルによる破れ、穴、また
は裂け）は小さいため、着用者は損傷が生じたことに気付かない恐れがある。さらに、手
袋の使用環境によっては、他の要因によって損傷の視認が困難になる場合がある。例えば
、照明が不十分な場合や、汚れまたは他の原因で手袋の外観が変わった場合には、小さな
破れを視認することはほぼ不可能である。さらに、２層型手袋であって、２層のうちの１
つの層が白色の手袋が市販されており使用可能である。このような手袋では、白色の層は
、単に、二酸化チタンを添加することによって実現される。しかしながら、このような手
袋において、色が均一であり、不変であり、かつ顔料により濁らない着色層を形成し、そ
れと同時に、「色の滲み出し（bleed out）」が生じることなく適切な彩度及び明度を実
現することは、他方の層が白色でない限りは実現することができなかった。加えて、一方
の層が白色であるため、とりわけ、手袋の着用者が様々な有害物質と接触する工業現場及
び製造現場では、損傷の検出は困難であった。このため、着用者は、手袋の表面に白っぽ
い色が存在するのを視認した場合でも、手袋が損傷しているという事実に気付いたり警戒
したりしない恐れがある。さらに、着用者の周囲環境が、白色であるかまたは白色を強調
する壁、カウンター、機器、照明などを含む場合には、着用者が、白い手袋の表面上の視
覚的キューを識別することは困難である。
【０００４】
　したがって、着用者が、手袋が損傷したこと、すなわち外部環境に暴露されていること
に即座に気が付くように、破れ、穴、裂けなどを迅速に認識することを可能にする手袋が
求められている。このような手袋は、着用者が、新しい手袋に迅速に交換し、外部環境へ
の暴露のリスクを最小限に抑えることを可能にするであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の一実施形態では、多層エラストマー物品が意図される。本発明の多層エラスト
マー物品は、第１の着色顔料が配合された第１のエラストマー材料を含む第１の層と、第
２の着色顔料が配合された第２のエラストマー材料を含む第２の層と、を含み、前記第１
の層と前記第２の層との間に、前記第１の層の損傷を検出するのに十分なレベルのコント
ラストが存在するように構成したことを特徴とする。
【０００６】
　ある特定の実施形態では、前記第１のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴ
ム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポ
リイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合わせを含み、前記第２のエラスト
マー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－
イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の
組み合わせを含む。一実施形態では、前記第１のエラストマー材料及び前記第２のエラス
トマー材料のそれぞれがニトリルゴムを含む。さらに、前記ニトリルゴムに、アルカリ剤
、金属酸化物、硫黄架橋剤、及び加硫促進剤が配合される。別の実施形態では、前記第１
のエラストマー材料がポリウレタンを含み、前記第２のエラストマー材料がニトリルゴム
を含む。
【０００７】
　別の実施形態では、本発明のエラストマー物品は手袋であり、前記第１の層により前記
手袋の把持側層が形成され、前記第２の層により前記手袋の着用側層が形成される。
なお、前記第１の層により前記手袋の着用側層を形成し、前記第２の層により前記手袋の
把持側層を形成してもよいことを理解されたい。前記手袋はカフを含むことができ、その
場合、前記カフは前記第２の層から形成される。加えて、前記手袋は、約０．０１ミリメ
ートルないし約６ミリメートルの範囲の手の平領域厚さを有する。
【０００８】
　さらに別の実施形態では、前記第１の層が前記第２の層よりも暗い色を有しており、前
記第１の層及び前記第２の層が、国際照明委員会（ＣＩＥ）が１９７６年に定めた規格に
従って測定して、約２．５以上のΔＥ＊色差を示す。
【０００９】
　追加的な実施形態では、前記第１の着色顔料が、前記第１の層に、前記第１のエラスト
マー材料の１００乾燥部あたり約０．２５部ないし約５部の範囲の量で含まれる。
【００１０】
　一実施形態では、前記第２の着色顔料が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材
料の１００乾燥部分あたり約０．５部ないし約１５部の範囲の量で含まれる。
【００１１】
　さらに別の実施形態では、前記第２の層が二酸化チタンをさらに含み、前記二酸化チタ
ンが、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり約０．２５
部ないし約３０部の範囲の量で含まれる。さらに、前記第２の着色顔料の部に対する前記
二酸化チタンの部の比率が、約０．２５ないし約３の範囲である。また、前記第２の層が
、約２５％以上の彩度を示す。さらに、前記第２の層が、約２５％以上の明度を示す。
【００１２】
　別の実施形態では、マスクを用いて前記第１の層の表面にグラフィック、パターン、ロ
ゴ、デザイン、またはテキストが形成され、前記マスクを用いた位置において前記第２の
層が見えるように構成される。
【００１３】
　追加的な実施形態では、前記第１の層が損傷したときに、その損傷した部分において前
記第２の層の前記第２の着色顔料が露出することにより、前記損傷の検出が容易になる。
【００１４】
　さらに別の実施形態では、本発明のエラストマー物品はリバーシブルである。
【００１５】
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　本発明の別の実施形態では、多層エラストマー物品が意図される。本発明の多層エラス
トマー物品は、第１のエラストマー材料を含む半透明な第１の層と、着色顔料が配合され
た第２のエラストマー材料を含む第２の層と、を含み、前記第１の層と前記第２の層との
間に、前記第１の層の損傷を検出するのに十分なレベルのコントラストが存在するように
構成したことを特徴とする。
【００１６】
　ある特定の実施形態では、前記第１のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴ
ム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポ
リイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合わせを含み、前記第２のエラスト
マー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－
イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の
組み合わせを含む。一実施形態では、前記第１のエラストマー材料及び前記第２のエラス
トマー材料のそれぞれがニトリルゴムを含む。さらに、前記ニトリルゴムに、アルカリ剤
、金属酸化物、硫黄架橋剤、及び加硫促進剤が配合される。別の実施形態では、前記第１
のエラストマー材料がポリウレタンを含み、前記第２のエラストマー材料がニトリルゴム
を含む。
【００１７】
　別の実施形態では、本発明のエラストマー物品は手袋であり、前記第１の層により前記
手袋の把持側層が形成され、前記第２の層により前記手袋の着用側層が形成される。なお
、前記第１の層により前記手袋の着用側層を形成し、前記第２の層により前記手袋の把持
側層を形成してもよいことを理解されたい。前記手袋はカフを含むことができ、その場合
、前記カフは前記第２の層から形成される。加えて、前記手袋は、約０．０１ミリメート
ルないし約６ミリメートルの範囲の手の平領域厚さを有する。
【００１８】
　追加的な実施形態では、前記着色顔料が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材
料の１００乾燥部分あたり約０．５部ないし約１５部の範囲の量で含まれる。
【００１９】
　１以上の実施形態では、前記第２の層が二酸化チタンをさらに含み、前記二酸化チタン
が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり約０．２５部
ないし約３０部の範囲の量で含まれる。さらに、前記二酸化チタンの部の前記着色顔料の
部に対する比率は、約０．２５ないし約３の範囲である。また、前記第２の層は、約２５
％以上の彩度を示す。また、前記第２の層は、及び約２５％以上の明度を示す。
【００２０】
　さらに別の実施形態では、マスクを用いて前記第１の層の表面にグラフィック、パター
ン、ロゴ、デザイン、またはテキストが形成され、前記マスクを用いた位置において前記
第２の層が見えるように構成される。
【００２１】
　追加的な実施形態では、前記第１の層が損傷したときに、その損傷した部分において前
記第２の層の前記着色顔料が露出することにより、前記損傷の検出が容易になる。
【００２２】
　さらに別の実施形態では、本発明のエラストマー物品はリバーシブルである。
【００２３】
　本発明の追加的な実施形態では、多層エラストマー物品の製造方法が意図される。本発
明の方法は、（ａ）型を、第１のパウダーフリー凝固剤を含む第１の凝固剤溶液に浸漬さ
せるステップであって、前記第１のパウダーフリー凝固剤が、前記第１の凝固剤溶液の総
重量％に基づき約６重量％ないし約１４重量％の量で含有される第１の金属塩を含む、該
ステップと、（ｂ）前記型を、第１のエラストマー材料を含む第１のエラストマー組成物
溶液に浸漬させて第１の層を形成するステップと、（ｃ）前記型を、第２のパウダーフリ
ー凝固剤を含む第２の凝固剤溶液に浸漬させるステップであって、前記第２のパウダーフ
リー凝固剤が、前記第２の凝固剤溶液の総重量％に基づき約３重量％ないし約２２重量％
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の量で含有される第２の金属塩を含む、該ステップと、（ｄ）前記型を、第２のエラスト
マー材料を含む第２のエラストマー組成物溶液に浸漬させて第２の層を形成するステップ
と、（ｅ）前記第１のエラストマー組成物及び前記第２のエラストマー組成物を硬化させ
て多層エラストマー物品を形成するステップと、を含み、前記第１の層と前記第２の層と
の間に、前記第１の層の損傷を検出するのに十分なレベルのコントラストが存在するよう
にしたことを特徴とする。さらに、いくつかの実施形態では、前記型の前記第２のエラス
トマー組成物溶液中への浸漬時間は、前記第１のエラストマー組成物溶液中への浸漬時間
に対して、約１０％ないし約９０％短い。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、前記第１の凝固剤溶液中の前記第１の金属塩及び前記第２の
凝固剤溶液中の前記第２の金属塩が、カルシウム、アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、
硫酸塩、塩化物塩、またはこれらの任意の組み合わせを含む。
【００２５】
　追加的な実施形態では、前記第１の凝固剤溶液、前記第２の凝固剤溶液、またはその両
方が、ワックス、ヒドロゲル、シリコーン、ゲル、無機粉末、抗菌剤、アクリルポリマー
、過酸化物架橋剤、皮膚軟化剤、親水性物質、疎水性物質、顔料、着色剤、染料、ポリオ
レフィン系粉末、界面活性剤、石鹸、酸性剤、アルカリ性剤、またはこれらの任意の組み
合わせを含む。
【００２６】
　別の実施形態では、前記第１のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、ス
チレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソ
プレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合わせを含み、前記第２のエラストマー材
料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプ
レンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合
わせを含む。一実施形態では、前記第１のエラストマー材料及び前記第２のエラストマー
材料のそれぞれがニトリルゴムを含む。さらに、前記第１のエラストマー材料、前記第２
のエラストマー材料、またはその両方に含まれる前記ニトリルゴムに、アルカリ剤、金属
酸化物、硫黄架橋剤、及び加硫促進剤が配合される。ある特定の実施形態では、前記第１
のエラストマー材料がポリウレタンを含み、前記第２のエラストマー材料がニトリルゴム
を含む。
【００２７】
　さらに別の実施形態では、前記エラストマー物品は手袋であり、前記第１の層により前
記手袋の把持側層が形成され、前記第２の層により前記手袋の着用側層が形成される。前
記手袋はカフを含み、前記カフは、前記型を前記第２のエラストマー組成物溶液中に前記
第１のエラストマー組成物溶液に浸漬させたときよりも深く浸漬させることにより、前記
第２のエラストマー組成物から形成される。加えて、前記手袋が、約０．０１ミリメート
ルないし約６ミリメートルの範囲の手の平領域厚さを有する。
【００２８】
　追加的な実施形態では、第１の着色顔料が、前記第１の層に、前記第１のエラストマー
材料の１００乾燥部あたり約０．２５部ないし約５部の範囲の量で含まれる。また、第２
の着色顔料が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり約
０．５部ないし約１５部の範囲の量で含まれる。さらに、前記第２の層が二酸化チタンを
さらに含み、前記二酸化チタンが、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１０
０乾燥部分あたり約０．２５部ないし約３０部の範囲の量で含まれる。また、前記二酸化
チタンの部の前記第２の着色顔料の部に対する比率が、約０．２５ないし約３の範囲であ
る。さらに、前記第２の層が、約２５％以上の彩度を示す。また、前記第２の層が、約２
５％以上の明度を示す。
【００２９】
　１以上の実施形態では、前記第１の層が前記第２の層よりも暗い色を有しており、前記
第１の層及び前記第２の層が、国際照明委員会（ＣＩＥ）が１９７６年に定めた規格に従
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って測定して、約２．５以上のΔＥ＊色差を示す。
【００３０】
　さらに別の実施形態では、前記第１の層は半透明である。また、着色顔料が、前記第２
の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり約０．５部ないし約１５部
の範囲の量で含まれる。さらに、二酸化チタンが、前記第２の層に、前記第２のエラスト
マー材料の１００乾燥部分あたり約０．２５部ないし約３０部の範囲の量で含まれるまた
、前記二酸化チタンの部の前記着色顔料の部に対する比率が、約０．２５ないし約３の範
囲である。さらに、前記第２の層が、約２５％以上の彩度を示す。また、前記第２の層が
、約２５％以上の明度を示す。
【００３１】
　別の実施形態では、マスクを用いて前記第１の層の表面にグラフィック、パターン、ロ
ゴ、デザイン、またはテキストが形成され、前記マスクを用いた位置において前記第２の
層が見えるようにした。
【００３２】
　１以上の実施形態では、前記第１の層が損傷したときに、その損傷した部分において前
記第２の層が露出することにより、ユーザによる前記損傷の検出が容易になる。
【００３３】
　本発明の１以上の実施形態では、多層エラストマー物品の製造方法が意図される。本発
明の方法は、（ａ）型を、パウダーフリー凝固剤を含む凝固剤溶液に浸漬させるステップ
であって、前記パウダーフリー凝固剤が、前記凝固剤溶液の総重量％に基づき約３重量％
ないし約２２重量％の量で含有される金属塩を含む、該ステップと、（ｂ）前記型を、第
１のエラストマー材料を含む第１のエラストマー組成物溶液に浸漬させて第１の層を形成
するステップと、（ｃ）前記型を、第２のエラストマー材料を含む第２のエラストマー組
成物溶液に浸漬させて第２の層を形成するステップと、（ｄ）前記第１のエラストマー組
成物及び前記第２のエラストマー組成物を硬化させて多層エラストマー物品を形成するス
テップと、を含み、前記第１の層と前記第２の層との間に、前記第１の層の損傷を検出す
るのに十分なレベルのコントラストが存在するようにしたことを特徴とする。さらに、い
くつかの実施形態では、前記型の前記第２のエラストマー組成物溶液中への浸漬時間が、
前記第１のエラストマー組成物溶液中への浸漬時間に対して、約４０％ないし約１００％
長い。
【００３４】
　一実施形態では、前記金属塩が、カルシウム、アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、硫
酸塩、塩化物塩、またはこれらの任意の組み合わせを含む。
【００３５】
　追加的な実施形態では、前記凝固剤溶液が、ワックス、ヒドロゲル、シリコーン、ゲル
、無機粉末、抗菌剤、アクリルポリマー、過酸化物架橋剤、皮膚軟化剤、親水性物質、疎
水性物質、顔料、着色剤、染料、ポリオレフィン系粉末、界面活性剤、石鹸、酸性剤、ア
ルカリ性剤、またはこれらの任意の組み合わせを含む。
【００３６】
　別の実施形態では、前記第１のエラストマー材料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、ス
チレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプレンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソ
プレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合わせを含み、前記第２のエラストマー材
料が、ポリウレタン、ニトリルゴム、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプ
レンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴム、またはこれらの任意の組み合
わせを含む。一実施形態では、前記第１のエラストマー材料及び前記第２のエラストマー
材料のそれぞれがニトリルゴムを含む。さらに、前記第１のエラストマー材料、前記第２
のエラストマー材料、またはその両方に含まれる前記ニトリルゴムに、アルカリ剤、金属
酸化物、硫黄架橋剤、及び加硫促進剤が配合される。さらに別の実施形態では、前記第１
のエラストマー材料がポリウレタンを含み、前記第２のエラストマー材料がニトリルゴム
を含む。
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【００３７】
　追加的な実施形態では、前記エラストマー物品は手袋であり、前記第１の層により前記
手袋の把持側層が形成され、前記第２の層により前記手袋の着用側層が形成される。前記
手袋はカフを含むことができ、その場合、前記カフは、前記型を前記第２のエラストマー
組成物溶液中に前記第１のエラストマー組成物溶液に浸漬させたときよりも深く浸漬させ
ることにより、前記第２のエラストマー組成物から形成される。さらに、前記手袋は、約
０．０１ミリメートルないし約６ミリメートルの範囲の手の平領域厚さを有する。
【００３８】
　１以上の実施形態では、第１の着色顔料が、前記第１の層に、前記第１のエラストマー
材料の１００乾燥部あたり約０．２５部ないし約５部の範囲の量で含まれる。加えて、第
２の着色顔料が、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり
約０．５部ないし約１５部の範囲の量で含まれる。また、前記第２の層が二酸化チタンを
さらに含み、前記二酸化チタンが、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１０
０乾燥部分あたり約０．２５部ないし約３０部の範囲の量で含まれる。さらに、前記二酸
化チタンの部の前記第２の着色顔料の部に対する比率が、約０．２５ないし約３の範囲で
ある。また、前記第２の層が、約２５％以上の彩度を示す。また、前記第２の層が、約２
５％以上の明度を示す。
【００３９】
　さらに別の実施形態では、前記第１の層が前記第２の層よりも暗い色を有しており、前
記第１の層及び前記第２の層が、国際照明委員会（ＣＩＥ）が１９７６年に定めた規格に
従って測定して、約２．５以上のΔＥ＊色差を示す。
【００４０】
　一実施形態では、前記第１の層が半透明である。また、着色顔料が、前記第２の層に、
前記第２のエラストマー材料の１００乾燥部分あたり約０．５部ないし約１５部の範囲の
量で含まれる。
【００４１】
　加えて、二酸化チタンが、前記第２の層に、前記第２のエラストマー材料の１００乾燥
部分あたり約０．２５部ないし約３０部の範囲の量で含まれる。さらに、前記二酸化チタ
ンの部の前記着色顔料の部に対する比率が、約０．２５ないし約３の範囲である。また、
前記第２の層が、約２５％以上の彩度を示す。また、前記第２の層が、約２５％以上の明
度を示す。
【００４２】
　追加的な実施形態では、マスクを用いて前記第１の層の表面にグラフィック、パターン
、ロゴ、デザイン、またはテキストが形成され、前記マスクを用いた位置において前記第
２の層が見えるようにした。
【００４３】
　さらに別の実施形態では、前記第１の層が損傷したときに、その損傷した部分において
前記第２の層が露出することにより、ユーザによる前記損傷の検出が容易になる。
【００４４】
　１以上の実施形態では、本発明の方法は、前記硬化ステップ（ｄ）を行う前に、前記型
を、前記第２のエラストマー組成物を含む前記第２のエラストマー組成物溶液中、または
第３のエラストマー組成物を含む第３のエラストマー組成物溶液中に再浸漬させるステッ
プをさらに含む。
【００４５】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の詳細な発明によって明らかにされるであろう
。上述した要約及び以下に説明する詳細の説明及び例は、本発明の単なる例示であり、特
許請求の範囲に記載されている本発明を理解するための概観を提供することを意図したも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
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　当業者を対象にした本開示の完全かつ実現可能な開示（ベストモードを含む）が、添付
図面を参照して、本明細書の残りの部分により詳細に説明される。
【００４７】
【図１Ａ】本発明により意図される多層手袋の一実施形態を示す。手袋の色コントラスト
を示すために、着用者側層をカフの外側層をなすように折り返すことによりカフが形成さ
れている。
【図１Ｂ】本発明により意図される多層手袋の別の実施形態を示す。手袋の型を、着用者
側層組成物溶液中に、把持側組成物溶液に浸漬させるときよりも深く浸漬させることによ
りカフが形成されている。
【図２】図１Ａ及び図１Ｂの手袋の把持側層と着用側層との間の色コントラストが高く、
これにより手袋の損傷の検出が容易になることを示す図。
【図３】３段階浸漬プロセスを含む本発明の一実施形態による多層手袋の製造方法を説明
するための図。
【図４】４段階浸漬プロセスを含む本発明の別の実施形態による多層手袋の製造方法を説
明するための図。
【図５】別の４段階浸漬プロセスを含む本発明の別の実施形態による多層手袋の製造方法
を説明するための図。
【図６】古くなる前の本発明の多層手袋の物理的特性を示すグラフであり、単一層ニトリ
ル手袋及び単一層ポリウレタン手袋と比較して示す。
【図７】古くなった本発明の多層手袋の物理的特性を示すグラフであり、単一層ニトリル
手袋及び単一層ポリウレタン手袋と比較して示す。
【図８】彩度の様々なレベルを示すチャート。
【図９】明度の様々なレベルを示すチャート。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の様々な実施形態及びその１以上の実施例を詳細に説明する。各実施例は
、本発明を説明するために提示されたものであり、本発明を限定するものではない。実際
、本発明において、本発明の範囲及び趣旨から逸脱することなく、本発明の様々な変更形
態及び変形形態が可能であることは、当業者にとって明らかであろう。例えば、ある実施
形態の一部として例示または説明された特徴を、別の実施形態において用いて、さらなる
別の実施形態を創出することもできる。したがって、本発明は、添付された特許請求の範
囲及びその均等物の範囲に含まれる限り、そのような変更形態及び変形形態を包含するこ
とを意図している。
【００４９】
　概して言えば、本発明は、２以上の層から形成されたエラストマー物品（例えば、手袋
）に関する。一実施形態では、本発明の手袋は、第１の着色剤が配合されたまたは組み込
まれた把持側層と、第２の着色剤が配合されたまたは組み込まれた着用側層とを含むこと
ができる。あるいは、別の実施形態では、本発明の手袋は、半透明な把持側層と、着色剤
が配合されたまたは組み込まれた着用側層とを含むことができる。なお、半透明という用
語は、光の通過は可能であるが、その半透明な層の向こう側の物体を明瞭に視認すること
ができず、コントラストのみを視認することができることを意味する。いずれの構成でも
、第１の着色剤及び第２の着色剤を使用する場合には把持側層と着用側層との間のコント
ラストが高いことにより、あるいは、把持側層が半透明である場合には把持側層が損傷し
たときに着用側層の色強度が増加することにより、把持側層の損傷をより容易に検出する
ことが可能になる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、把持側層及び着用側層は、互いに結合していない別個の層で
あり得る。このような特徴は、互いに付着しない材料（例えば、ニトリル及びポリウレタ
ン）、及び／または手袋浸漬プロセス中に粘着防止剤を含有する凝固剤溶液を使用するこ
とによって実現することができる。さらに、把持側層及び着用側層は互いに結合されてい
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ないので、把持側層は、所望に応じて使用中に除去することができる。例えば、緊急対応
者により使用される場合、手袋の把持側層は、暗い色（例えば、黒色、茶色、濃い灰色、
青色、紫色など）を有し、患者を治療するための初期対応中に着用される。その後、患者
の容態が安定するか、または追加の緊急対応者が到着したときに、緊急対応者は把持側層
を除去して、着用側層のみを着用するようにする。着用側層は、緊急応答者が緊急現場の
周囲で交通誘導を行うときに、周囲の人からよく見えるように、明るい色（例えば、緑色
、オレンジ色、黄色、赤色など）を有する。加えて、本発明の手袋は、例えば可視性を高
めることが望ましい状況（例えば、交通誘導時など）において、明るい色を有する着用側
層を把持側層にすることができるように、リバーシブルであり得る。下記の表１を参照す
ると、いくつかの実施形態では、手袋の把持側層及び着用側層は、下記の色の組み合わせ
を含むことができる。着色剤に使用可能なＰａｎｔｏｎｅカラーコードは、カッコ内に示
している。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　図１Ａ及び図２に示すように、エラストマー手袋１０１は、指領域１０５及び手の平領
域１０４を有する。また、エラストマー手袋１０１は、手袋の損傷の検出を容易にするた
めに、高い色コントラストまたは大きい色強度差を有する２つの層（把持側層１０２及び
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着用側層１０７）を含む。換言すれば、把持側層１０２及び着用側層１０７は、手袋１０
１の外側層である把持側層１０２に損傷１０４（例えば、破れ、穴、裂け）が生じたとき
にその損傷１０４を通じて着用側層１０７を視認できるように十分なレベルの色コントラ
ストを有している。これにより、把持側層１０２の損傷１０４を容易に検出することが可
能となる。図１Ａの手袋１０１では、手袋１０１の把持側層１０２及び着用側層１０７は
、互いに同一の寸法を有する（例えば、この２つの層は、手袋の型を着用側層組成物溶液
に浸漬させ、次いで、着用側層組成物溶液への浸漬時と同じ深さで把持側層組成物溶液に
浸漬させることによって形成される）。そして、任意選択で、２つの層間の色コントラス
トを視認できるように、着用側層１０７の手首側端部を手袋１０１の表面側に折り返して
カフ１０３を形成することができる。さらに、着用者が手袋を折り返してカフ１０３を形
成するのを容易にするために、手袋１０１におけるカフ１０３を形成するのに使用される
部分の長さがより長くなるように手袋１０１を作製してもよいことを理解されたい。加え
て、別の実施形態では、図１Ｂに示すように、着用側層１０７が、把持側層１０２を越え
て、手袋２０１の手の平領域１０４を越えて延在するように構成してもよい（例えば、２
つの層は、手袋の型を着用側層組成物溶液に浸漬させ、次いで、着用側層組成物溶液への
浸漬時よりも深い深さで手袋の型を把持側組成物溶液に浸漬させることにより形成される
）。これにより、着用者に対して２つの層間の色コントラストに関するキュー（目印）を
提供するカフ１０３を形成することができる。
【００５３】
　これに関して、「コントラスト」という用語は、例えば、色差、色相または明度の差、
色合いまたは彩度の差、不透明度の差、半透明度の差、及び物品を通じて見る能力に関連
する差異などの、裸眼で視覚的に区別できる外見の差異を意味する。例えば、国際照明委
員会（ＣＩＥ）によってΔＥ＊値と称される２つの色間の色差または距離が約２．３以上
である場合に、その２つの色間はコントラストを有すると判断される。２．３のΔＥ＊は
、丁度知覚可能な色差に相当することが一般的に知られている。具体的には、把持側層と
着用側層との間の色差は、ΔＥ＊値に関して、約２．５以上、例えば約３以上、例えば約
３．５以上であり得る。サンプルの明度（Ｌ＊）、赤色と緑色との間の色差値（ａ＊）、
及び黄色と青色との間の位差値（ｂ＊）を示すＬ＊ａ＊ｂ＊明度の測定と、ΔＥ＊の計算
（ＣＩＥ（国際照明委員会）が１９７６年に制定）は、ＣＭＹフィルタを用いるＸ－Ｒｉ
ｔｅ９３８分光濃度計（Ｄ６５／１０°）をユーザが手動で操作して、または他の適切な
装置を使用して行った。Ｘ－Ｒｉｔｅ分光濃度計は、米国ミシガン州グランドビル所在の
エックスライト・コーポレーション社（X-Rite  Corporation）から入手可能である。平
均光学濃度は、各フィルタΔＥ＊を使用した３回の測定値の平均の合計とした。ΔＥ＊は
、下記の方程式に従って計算した。
【００５４】
　ΔＥ＊＝ＳＱＲＴ［（Ｌ＊標準－Ｌ＊サンプル）２＋（ａ＊標準－ａ＊サンプル）２＋
（ｂ＊標準－ｂ＊サンプル）２］
【００５５】
　Ｌ＊は明度を表す（０＝黒、１００＝白）。さらに、色成分ａ＊及びｂ＊は、ａ＊＝０
及びｂ＊＝０で、真のニュートラルグレイ値を表す。赤色／緑色の反対色は、ａ＊軸に沿
って表され、緑色は負のａ＊値を表し、赤色は正のａ＊値を示す。一方、黄色／青色の反
対色は、ｂ＊軸に沿って表され、青色は負のｂ＊値を表し、黄色は正のｂ＊値を表す。Δ
Ｅ＊の値が高いほど、色強度の変化は大きい。試験は、ＡＳＴＭ　ＤＭ２２４－９３、Ａ
ＳＴＭ　Ｄ２２４４－１５ａ、及び／またはＡＳＴＭ　Ｅ３０８－９０、または当業者に
既知の任意の他の適切な方法に従って行った。分光濃度計試験の詳細な説明は、ＡＡＴＣ
Ｃ（米国繊維化学者・色彩技術者協会）によって１９９７年に出版された「繊維工業にお
けるカラー技術（Color Technology in the Textile Industry）第２版」に記載されてい
る。
【００５６】
　また、ＣＩＥ　Ｌ＊ｃ＊ｈ＊色モデルを使用して、２つの色間の差を分析することもで
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きる。この色モデルは、本質的に球形であり、Ｌ＊、ｃ＊、及びｈ°の３つの軸を有して
いる。Ｌ＊軸は縦軸であり、明度を表す。Ｌ値（明度）は、０から１００の範囲であり、
０は明度がゼロ（すなわち、絶対黒色）を表し、１００は明度が最大（すなわち、絶対白
色）を表す。ｃ＊軸は、彩度を表す。ｃ値（彩度）は、円の中心では０であり、これは、
完全不飽和の色（すなわち、ニュートラルグレイ、黒色、または白色）を表す。また、ｃ
値（彩度）は、円の縁では１００以上であり、これは、非常に高い彩度（飽和度）または
色純度を表す。ｈ＊軸は、色相を表す。球の中心を水平に切断して、「球」（「リンゴ」
）を半分に割ると、色付きの円が見える。円の縁部の周りでは、全ての可能な飽和色、す
なわち色相を見ることができる。この円の軸は、色相ｈ°として知られている。単位は、
０°（赤色）から９０°（黄色）、１８０°（緑色）、２７０°（青色）の角度°の形式
である。
【００５７】
　上述した色モデルを考慮して、本発明者らは、手袋の着用側層（例えば、第２の層）に
含まれる成分の特定の組み合わせにより、「にじみ出し（bleed out）」を示すことのな
い明るい色の層が得られることを見出した。具体的には、着用側層は、十分なレベルの彩
度と明度を示すことができ、色あせたり暗すぎたりすることなく、明るく色鮮やかに見え
る。彩度（飽和度）は、色の純度を示す。図８に示すように、０％ないし１００％のスケ
ールでは、高い彩度％は、鮮やかな、完全に見える色を指し、低い彩度％は、色あせて、
くすんで、または灰色を帯びて見える色を指す。図８に示すように、色の純度が減少する
に従って、彩度％は低下する。例えば、図８のチャートの一番上の行に示される色は、彩
度が１００％であり、白色を有していないことを示し、図８のチャートの一番下の行に示
される色は彩度が０％であり、高レベルの白色を有することを示す。換言すれば、彩度％
が非常に低くなり、彩度が０％に近づくと、淡い色合い（パステル）になる。一方、明度
は、色の明るさまたは暗さを表す。図９において、低い明度（％）は高レベルの黒色を示
し、高い明度（％）は黒色を有していない色を示す。例えば、図９のチャートの一番上の
行に示される色は、１００％の明度を有し、黒色を有していない。一方、図９のチャート
の一番下の行に示される色は、０％の明度を有し、高レベルの黒色を有している。換言す
れば、色の行がチャートの下方に向かうに従って、明度は減少し、各色が本質的に黒色に
なるまで黒が追加される。上述したように、第２の層が含有する特定の成分及びその含有
比率に起因して、本発明の手袋の第２の層は、約２５％以上の彩度、例えば約３０％以上
の彩度、例えば約４０％以上の彩度、例えば約５０％以上の彩度、例えば約６０％以上の
彩度、または例えば約７０％以上の彩度を示すことができる。例えば、いくつかの好まし
い実施形態では、彩度は、約５０％ないし約１００％の範囲、例えば約６０％ないし約１
００％の範囲、例えば約７０％ないし約１００％の範囲、または例えば約８０％ないし約
１００％の範囲であり得る。さらに、本発明の手袋の第２の層は、約２５％以上の明度、
例えば約３０％以上の明度、例えば約４０％以上の明度、例えば約５０％以上の明度、例
えば約６０％以上の明度、または例えば約７０％以上の明度を示すことができる。例えば
、いくつかの好ましい実施形態では、明度は、約５０％ないし約１００％の範囲、例えば
約６０％ないし約１００％の範囲、例えば約７０％ないし約１００％の範囲、または例え
ば約８０％ないし約１００％の範囲であり得る。加えて、彩度及び明度は、２５％以上で
あることが好ましいが、そのような彩度及び明度を達成するのは比較的困難である。した
がって、本発明のいくつかの実施形態では、２５％未満の彩度及び明度、例えば２０％未
満の彩度及び明度、または例えば１５％未満の彩度及び明度も意図される。
【００５８】
　加えて、本発明の手袋の各層（例えば、把持側層及び着用側層）の特定の成分、及び本
発明の手袋を作製するときの各処理条件（例えば、浸漬時間、凝固剤濃度、特定のポリマ
ー組成物など）の結果として、本発明の手袋の各層が、暗い色を有する一方の層が明るい
色を有する他方の層を通じて見えることに関連する、暗い色の「にじみ（bleeding）」や
「くすみ（muddying）」が生じることのない十分な色のコントラストを有することができ
、かつ手袋を薄くすることができる。手袋を薄くすることにより、使用者の快適性を最大
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化し、温度及び表面テクスチャに対する触覚感度を向上させ、かつ作製時間及びコストを
減少させることが可能となる。例えば、本発明に従って作製された手袋は、約０．０３ｍ
ｍないし約０．２０ｍｍの範囲、例えば約０．０６ｍｍないし約０．１５ｍｍの範囲、例
えば約０．０７ｍｍないし約０．１４ｍｍの範囲、例えば約０．０８ｍｍないし約０．１
３ｍｍの範囲、または例えば約０．０９ｍｍないし約０．１２ｍｍの範囲の手の平領域の
厚さを有し得る。さらに、本発明の手袋は、約０．０３ｍｍないし約０．０８ｍｍの範囲
、例えば約０．０４ｍｍないし約０．０７ｍｍの範囲、または例えば約０．０５ｍｍない
し約０．０６ｍｍの範囲のカフ領域の厚さを有し得る。加えて、本発明の手袋は、約０．
０７ｍｍないし約０．１７ｍｍの範囲、例えば約０．０８ｍｍないし約０．１６ｍｍの範
囲、または例えば約０．０９ｍｍないし約０．１５ｍｍの範囲の指領域の厚さを有し得る
。さらに、本発明の手袋は、約２００ｍｍないし約６２５ｍｍの範囲、例えば約２２０ｍ
ｍないし約４５０ｍｍの範囲、例えば約２３０ｍｍないし約２６０ｍｍの範囲、例えば約
２３５ｍｍないし約２５５ｍｍの範囲、または例えば約２４０ｍｍないし約２５０ｍｍの
範囲の長さを有し得る。さらに別の実施形態では、手袋の用途に応じて、本発明の手袋の
手の平領域の厚さ、指領域の厚さ、及び指領域の厚さは、少なくとも約０．０１ｍｍ、少
なくとも約０．０２ｍｍ、少なくとも約０．０３ｍｍ、少なくとも約０．０４ｍｍ、また
は少なくとも約０．０５ｍｍ、かつ、最大で約１ｍｍ、最大で約２ｍｍ、最大で約３ｍｍ
、最大で約４ｍｍ、最大で約５ｍｍ、または最大で約６ｍｍであり得る。本発明の手袋が
ユーザの手を有害物質から保護するために使用される場合には、より厚い手袋が必要とさ
れる。加えて、本発明の手袋は、約４ｇないし約７ｇ、例えば約４．５ｇないし約６．５
ｇ、または例えば約５ｇないし約６ｇの重量を有し得る。
【００５９】
　さらに、本発明に従って作製された、手の平の領域において約０．１１５ｍｍの厚さを
有する古くなる前の（unaged）手袋は、約８Ｎ（ニュートン）ないし約１５Ｎ、例えば約
８．５Ｎないし約１４Ｎ、または例えば約９Ｎないし約１３Ｎの破断荷重（force-at-bre
ak）を有し得る。また、本発明に従って作製された、手の平の領域において約０．１１５
ｍｍの厚さを有する古くなる前の手袋は、約２０ＭＰａないし約５０ＭＰａ、例えば約２
５ＭＰａないし約４４ＭＰａ、または例えば約２８ＭＰａないし約４０ＭＰａの破断引張
強度（tensile strength at break）を有し得る。さらに、本発明に従って作製された、
手の平の領域において約０．１１５ｍｍの厚さを有する古くなる前の手袋は、約５５０％
ないし約７５０％、例えば約５７５ないし約７２５％、または例えば約６００ないし約７
００％の破断伸び（elongation at break）を有し得る。加えて、本発明に従って作製さ
れた古くなる前の手袋は、その元の寸法の３００％まで伸長させた場合に、約１ＭＰａな
いし約７．５ＭＰａ、例えば約１．５ＭＰａないし約７ＭＰａ、または例えば約２ＭＰａ
ないし約６．５ＭＰａの弾性係数（modulus）を有し得る。
【００６０】
　一方、本発明に従って作製された、手の平の領域において約０．１１５ｍｍの厚さを有
する手袋は、７０℃±２℃に１６８時間±２時間曝して古くした場合には、約９Ｎないし
約１６Ｎ、例えば約９．５Ｎないし約１５Ｎ、または例えば約１０Ｎないし約１４Ｎの破
断荷重を有し得る。また、古くなった（aged）手袋は、約２５ＭＰａないし約５０ＭＰａ
、例えば約２８ＭＰａないし約４５ＭＰａ、または例えば約３０ＭＰａないし約４２ＭＰ
ａの破断引張強度を有し得る。さらに、古くなった（aged）手袋は、約５００％ないし約
７００％、例えば約５２５ないし約６７５％、または例えば約５５０ないし約６５０％の
破断伸びを有し得る。加えて、古くなった（aged）手袋は、その元の寸法の３００％まで
伸長させた場合に、約１ＭＰａないし約７．５ＭＰａ、例えば約１．５ＭＰａないし約７
ＭＰａ、または例えば約２ＭＰａないし約６．５ＭＰａの弾性係数を有し得る。
【００６１】
　上記のデータを測定するための正確な測定ポイントは、アメリカ材料試験協会（Americ
an Society for Testing and Materials：ＡＳＴＭ）の試験基準Ｄ－４１２－９８ａ（２
００２年改定）の「加硫ゴム及び熱可塑性エラストマーの標準試験方法－張力、２００３
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年１月公表（Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elasto
mers - Tension, published January 2003）」（この参照により、本明細書に組み込まれ
るものとする）に規定されている。これらの試験方法は、加硫熱硬化性ゴム及び熱可塑性
エラストマーの引張（張力）特性を評価する手法として用いることができる。引張特性の
測定は、試料材料から取得した試験片に対して行われ、試験試料を用意するステップと、
その試験試料を試験するステップとを含む。試験試料は、断面積が均一なダンベル状、リ
ング状、または直線状の形状を有する試験片であり得る。引張応力、所定の伸長状態での
引張応力、引張強度、降伏点、及び極限伸びの測定は、予め応力が加えられていない試験
試料に対して行われる。引張応力、引張強度、及び降伏点は、試験試料の均一な断面の元
の断面積に基づくものとする。
【００６２】
　本発明により意図される様々な手袋の層成分、手袋作製方法、及びいくつかの実施例が
、以下に詳細に説明される。
【００６３】
　Ｉ　手袋の層
【００６４】
　本発明の手袋は、概して、当分野で既知の様々な天然及び／または合成エラストマー材
料から作製することができる。例えば、適切なエラストマー材料のいくつかの例としては
、これに限定しないが、ニトリルゴム（例えば、アクリロニトリルブタジエン）、ポリウ
レタン、Ｓ－ＥＢ－Ｓ（スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン）ブロックコポリマー
、Ｓ－Ｉ－Ｓ（スチレン－イソプレンースチレン）ブロックコポリマー、Ｓ－Ｂ－Ｓ（ス
チレン－ブタジエン－スチレン）ブロックコポリマー、Ｓ－Ｉ（スチレン－イソプレン）
ブロックコポリマー、Ｓ－Ｂ（スチレン－ブタジエン）ブロックコポリマー、天然ゴムラ
テックス、イソプレンゴム、クロロプレンゴム、ネオプレンゴム、ポリ塩化ビニル、シリ
コーンゴム、及びこれらの任意の組み合わせが挙げられる。
【００６５】
　ある特定の実施形態では、手袋の把持側層、手袋の着用側層、またはその両方は、ポリ
ウレタンから形成することができる。別の特定の実施形態では、手袋の把持側層、手袋の
着用側層、またはその両方は、ニトリルゴムから形成することができる。さらに別の実施
形態では、把持側層をポリウレタンから形成し、着用側層をニトリルゴムから形成するこ
とができる。あるいは、把持側層をニトリルゴムから形成し、着用側層をポリウレタンか
ら形成することができる。本発明に使用可能なポリウレタン組成物及びニトリルゴム組成
物の様々な成分が以下にさらに詳細に説明される。なお、ポリウレタン及びニトリルゴム
の代わりに、上記したような任意の他の適切なエラストマー材料を使用してもよいことを
理解されたい。例えば、手袋の層は、スチレン－ブタジエンゴム、イソブチレン－イソプ
レンゴム、ポリクロロプレン、ポリイソプレン、天然ゴムなどから形成することもできる
。
【００６６】
　Ａ　ポリウレタン組成物
【００６７】
　本発明の手袋の１以上の層の形成に使用することができるポリウレタンは、フィルム成
形熱可塑性ポリウレタン（例えば、脂肪族－ポリエーテルまたは脂肪族－ポリエステルタ
イプ）またはポリエーテルアミド（例えば、米国ペンシルベニア州フィラデルフィア所在
のアトケム・ノース・アメリカ社（Atochem North America、 Inc.）製のＰｅｂａｘ（登
録商標））であり得る。本発明の手袋に使用するのに適した様々な種類のポリウレタンは
、Ｋｌｅｉｎｅｒｍａｎらに付与された米国特許第４、８８８、８２９号明細書、及びＤ
ｕｔｔａらに付与された米国特許第５、６５０、２２５号明細書に記載されている（これ
らは、全ての目的のために、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）。
【００６８】
　ポリウレタンには、１００部のポリウレタンに基づいて、様々な成分を配合することが
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できる。例えば、本発明のエラストマー手袋の把持側層または本発明のエラストマー手袋
の着用側層を形成するためにポリウレタン組成物を使用するか否かに応じて、本発明のポ
リウレタン組成物は、所望のレベルの色、コントラスト、明るさ、彩度、明度、及び／ま
たは不透明度を提供するために、１以上の二酸化チタンまたは同様の充填剤、着色顔料、
またはこれらの任意の組み合わせを含むことができる。具体的には、配合ポリウレタン組
成物は、ポリウレタンの１００乾燥部あたり、約０．２５部ないし約１５部、例えば約０
．５部ないし約１２．５部、または例えば約０．７５部ないし約１０部の範囲の量の二酸
化チタンまたは他の同様の充填剤を含むことができる。いかなる特定の理論によっても限
定されることを意図しないが、本発明者らは、上記の量の二酸化チタンまたは他の同様の
充填剤を含有することにより、手袋の様々な層の間での着色顔料の滲出（bleed through
）を防止できることを見出した。さらに、本発明のエラストマー手袋の着用側層として使
用する場合、配合ポリウレタン組成物は、ポリウレタン１００乾燥部あたり、明るい着色
顔料（例えば、赤色、オレンジ色、黄色、緑色、青色、インディゴ色、紫色、またはこれ
らの任意の組み合わせ）を約０．２５部ないし約１０部、例えば約０．５部ないし約９部
、または例えば約０．７５部ないし約８部の範囲の量で含むことができる。上記の着色顔
料は、例えば、手袋の着用側層が白色を含み、かつ手袋が使用される多くの現場において
外部環境が概して白色である場合に（例えば、壁、カウンター、機器、反射光など）、外
部環境に対するコントラストを提供することができる。このような環境では、手袋の着用
者は、損傷に対する視覚的キュー（目印）を敏感に視認することができないため、白色層
を有する手袋が適切な損傷検出器またはインジケータとして機能する能力が低下する。一
方、本発明のエラストマー手袋の把持側層として使用する場合、配合ポリウレタン組成物
は、ポリウレタン１００乾燥部にあたり、暗い色の顔料（例えば、黒色、茶色、濃い灰色
、青色、紫色など）を約０．２５部ないし約５部、例えば約０．５部ないし約４部、また
は例えば約０．７５部ないし約３部の範囲の量で含むことができる。
【００６９】
　Ｂ　ニトリルゴム組成物
【００７０】
　一方、本発明の手袋の１以上の層の形成に使用することができるニトリルゴム組成物は
、カルボキシル化ニトリルゴムを含み、カルボキシル化ニトリルゴムには様々な成分（カ
ルボキシル化ニトリル１００部にあたりに配合される）が配合される。カルボキシル化ニ
トリルゴムと、カルボキシル化ニトリルゴムに配合される様々な成分について、以下に詳
細に説明する。
【００７１】
　ブタジエン、アクリロニトリル、及び有機酸モノマーのターポリマーであるカルボキシ
ル化ニトリルは、エラストマー物品の作製に有用な少なくとも２つの特性を有する。２つ
の特性は、高い強度と、特定の炭化水素溶剤及び油に対する不浸透性である。ゴムと、他
の成分（硬化剤、促進剤、活性剤など）との混合及び硬化は、通常、上記の特性を最適化
するために行われる。ポリマーにおける各モノマーの数量及び硬化のレベルは、完成品の
強度及び耐化学性のレベルに影響を及ぼす。アクリロニトリルの含有量が多いポリマーは
、脂肪酸及び溶剤に対してより優れた耐性を示す傾向があり、かつ、アクリロニトリルの
含有量が少ないポリマーよりも硬い。ポリマーを形成するモノマーの化学的特性はある程
度の耐化学性を提供するが、ポリマー分子が化学的に架橋している場合は、化学的な膨潤
、浸透、及び溶解に対する耐性が著しく増大する。
【００７２】
　ニトリルゴムに使用されるベースポリマーは、アクリロニトリル、ブタジエン、及びカ
ルボン酸の各成分を含むランダムターポリマー組成物であり得る。柔軟なニトリルゴム材
料に特有の利点は、一部には、組成物中のアクリロニトリル成分の混合物の特性及び相互
作用に起因すると考えられる。この混合物は、２つのアクリロニトリル組成物、すなわち
第１アクリロニトリル組成物及び第２のアクリロニトリル組成物を含むことができ、両者
の比は、約６０：４０ないし約４０：６０の範囲であり得る。ニトリルポリマー分子にお
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けるカルボキシル基の向き及び配置（外側または内側のいずれでも）は、カルボキシル基
の亜鉛イオンに対する反応性に影響を及ぼす。したがって、ある成分では、より柔らかい
特性及びより低い弾性係数を示し、別のある成分では、優れたフィルム成形特性を示すと
考えられる。
【００７３】
　混合されたまたは組み合わされたターポリマー組成物中のアクリロニトリル成分は、約
１７重量％ないし約４５重量％、例えば約２０重量％ないし約４０重量％、または例えば
約２０重量％ないし約３５重量％の範囲の量で含まれ得る。一実施形態では、例えば、ア
クリロニトリル成分は約２２重量％ないし２８重量％の量で含まれ、メタクリル酸成分は
約１０重量％未満の量で含まれ、ポリマーの残りの成分はブタジエンであり得る。メタク
リル酸成分の量は、約１５重量％未満にするべきであり、約１０重量％未満であることが
好ましく、ポリマーの残りの成分はブタジエンであり得る。このベースポリマーは、エマ
ルション重合法を用いて形成され、手袋または他のエラストマー物品を作製するためにエ
マルション形態のままで使用することができる。
【００７４】
　さらに、本発明に使用され得るアクリロニトリルポリマー組成物は、約－３０℃ないし
約－１０℃、例えば約－２８℃ないし約－１２℃の範囲のガラス転移温度（Ｔｇ）を有し
得る。いくつかの実施形態では、望ましいニトリルポリマー組成物、例えばポリマーラテ
ックスＧｍｂＨ社（PolymerLatex GmbH）及びシンソマー社（Synthomer Ltd.）からそれ
ぞれ入手可能なＰｏｌｙｍｅｒＬａｔｅｘ　Ｘ－１１３３またはＳｙｎｔｈｏｍｅｒ　６
３１１は、約－２６℃ないし約－１８℃の範囲のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。別の
ニトリル組成物、例えば台湾（中華民国）のナンテックス・インダストリ社（Nantex Ind
ustry Co., Ltd.）から入手可能なＮａｎｔｅｘ（登録商標）６３５ｔは、約－２５．５
℃ないし約－２３．４℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。本発明のエラストマー物品
への使用が意図される別の適切なニトリルポリマーは、ＬＧ化学社（LG Chem）製のＬｕ
ｔｅｘ　１１１であり、約－２２℃ないし約－１４℃のガラス転移温度（Ｔｇ）、約４４
．５％ないし約４５．５％の全固形分、及び約８．２ないし約８．８のｐＨを有する。
【００７５】
　しかしながら、ニトリルブタジエンポリマーの特性は、その成分には由来せず、その構
造に由来すると考えられる。ニトリルブタジエンポリマーの構造は、重合条件によって決
定される。つまり、ポリマーの特性は、ポリマーの構造に大きく影響される。ポリマーの
分子量、分子量分布、分岐の数、重合時の架橋数、添加されるジエンモノマーの種類など
は様々であるため、ポリマーの分子構造は非常に複雑になる。いくつかの種類のモノマー
が、手袋の作製に使用されるカルボキシル化アクリロニトリルブタジエンポリマーなどの
ポリマーに組み合わされると、そのポリマーの構造はさらに複雑になる。また、各モノマ
ーの数量及びモノマー単位の配列も、最終的なポリマーの特性に影響を及ぼす。手袋に使
用されるニトリルゴムのようにモノマー単位の反復構造がランダムである場合は、ポリマ
ーの直線性（分岐性に対しての）及び分子量に影響されて、ポリマーの物理的特性はホモ
ポリマーと比べて向上する。これは、単一のモノマーのみから形成されるポリマーの規則
的な反復構造から予期される特性が、他の種類のモノマー単位の付加によって前記反復構
造が遮断されるかまたは改変されることによって変化するためである。ある特定のモノマ
ーの数量が多いと、前記反復構造の類似性が高まるので、そのモノマーから形成されるホ
モポリマーから予期される特性に寄与する可能性が高くなる。
【００７６】
　薄型手袋の作製に使用されるカルボキシル化ニトリルゴムにおいては、アクリロニトリ
ル及びカルボン酸（一般的には、全体の３５重量％）は、弾性力（復元力）、永久ひずみ
、及び応力緩和に関して、プラスチックのような特性をポリマーに付与する。また、アク
リロニトリル及びカルボン酸は、ポリブタジエンの復元力を最大にし、かつ永久ひずみ／
応力緩和を最小にする規則的なシス－１，４反復構造を防止する。
【００７７】
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　このようなカルボキシル化ニトリルゴムは、一般的には、３つの成分モノマーがランダ
ムに配列され、分岐鎖及び架橋を有する長鎖である。これらの分岐されたランダムなター
ポリマーは、水中で乳化する個別の微粒子を形成する。ポリマーの構造に加え、粒子の構
造もまた、手袋の最終的な特性に影響を及ぼす。粒子サイズ、粒子サイズ分布、粒子凝集
レベル、粒子密度などのパラメータが、製品がどのように形成されるか、及びその最終的
な特性に影響を及ぼす。
【００７８】
　必須ではないが、ポリマー構造は、アクリロニトリル、ブタジエン、及びカルボン酸の
ランダムなターポリマー（ブロックまたは交互ターポリマーとは対照的に）を含み得る。
このポリマーの特性は、平均分子量、分子量分布、直線性または分岐の程度、ゲル含有量
（重合中の架橋）、及び微細構造（ポリマー鎖の短区間でモノマー単位が互いに隣接する
）に左右される。
【００７９】
　本発明の手袋の１以上の層に使用されるニトリルゴムの特定の構造に関わらず、手袋全
体が所望の特性を有するように、ニトリルゴム組成物の配合中に様々な追加的な成分を組
み込むことができる。
【００８０】
　ニトリルゴム組成物のｐＨを調節するために、アルカリ剤をニトリルゴム組成物に加え
ることができる。任意の適切なアルカリ剤を使用することができ、一実施形態では、アル
カリ剤は、水酸化カリウム、水酸化アンモニウム、またはこれらの任意の組み合わせであ
り得る。いずれの場合でも、アルカリ剤は、ニトリルゴム組成物のｐＨを、約９ないし約
１１、例えば約９．２ないし約１０．５、または例えば約９．５ないし約１０．２に調節
するために使用することができる。ｐＨ調節剤としての役割を果たすことに加えて、アル
カリ剤は、後述する金属酸化物と組み合わせて使用することにより、高い強度を有するニ
トリルゴム組成物の調製を容易にする。具体的には、アルカリ剤は、Ｋ、Ｎａ、またはＨ
などの一価イオンを含み得る。これらの一価イオンは、第２のメタクリル酸単位との結合
に対応するのに十分な電子キャパシティを有していないため、会合性結合のより弱い形成
を可能にする。そのため、ニトリルゴム組成物のｐＨを増加させるのに使用することがで
きるアルカリ剤（例えば、一価塩）はまた、ニトリルゴム粒子を膨張させ得る。これによ
り、より多くのカルボン酸基が他の架橋剤（例えば、後述する金属酸化物）に接近するこ
とが可能となる。また、カチオンの正の電荷により、酸性のカルボン酸基の陰電子のバラ
ンスを良好に保つことができる。
【００８１】
　使用されるアルカリ剤の種類に関わらず、アルカリ剤は、配合ニトリルゴム組成物中に
、ニトリルゴムの１００乾燥部あたり、約０．１ないし約２部、例えば約０．２５ないし
約１．７５部、または例えば約０．５ないし約１．５部の範囲の量で含まれ得る。
【００８２】
　さらに、本発明のエラストマー手袋の１以上の層に使用され得るニトリルゴム組成物は
、該組成物の弾性、強度、及び化学的耐性を高めるため化学的に架橋させることができる
。化学的に架橋は、少なくとも２つの方法で実現することができる。第１の方法では、ブ
タジエンサブユニットが、硫黄及び促進剤によって共有架橋される。第２の方法では、カ
ルボキシル化（有機酸）部位が、金属酸化物または塩によってイオン架橋される。イオン
架橋は、例えば、ニトリルゴム組成物に酸化亜鉛などの金属酸化物を加えることにより実
現され、これにより、引張強度、穿刺耐性、耐摩耗性、及び弾性係数（ゴム膜を伸長させ
るのに必要な力の測定値）が高いが、耐油性及び耐化学性が低いゴムが得られる。そのた
め、ニトリルゴム組成物に、後述する硫黄系架橋剤が加えられる。
【００８３】
　また、ニトリルゴム組成物に酸化亜鉛などの金属酸化物を含めることにより、浸漬工程
の質と硬化速度とを向上させることができる。対照的に、酸化亜鉛を使用しない場合、最
適な硬化状態に達するために必要な硬化時間はより長くなり、硬化効率が低下する。これ
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は、架橋がより長くなり（架橋あたりの硫黄原子の数がより多くなり）、重合体鎖と架橋
しない硫黄が大量に存在することを意味する。この結果得られる効率的に硬化されなかっ
たゴムは、耐熱性及び耐化学性が低くなる。
【００８４】
　理論に束縛されることを望まないが、本発明に係るニトリルゴム組成物のマトリックス
構造及び強度は、系に存在する全てのイオン（とりわけ、二価またはそれ以上の価数のカ
チオン）と重合体マトリックスのカルボン酸成分との相互作用に起因すると考えられる。
Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、Ｃｄ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、及びＰｂなどの
二価または多価のカチオンは、イオン化されたカルボン酸のカルボキシル基と架橋し、比
較的安定な結合を形成することができる。上記のカチオンのうちの、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、
Ｃｕ、またはＣｄを使用することがより望ましい。メタクリル酸モノマーは、重合体マト
リックス構造において、互いに比較的近接して配置することが好ましい。このようにする
と、二価または多価のカチオンは、その近傍の２以上の酸単位と架橋することができる。
カチオンの正の電荷により、酸性のカルボン酸基の陰電子のバランスを良好に保つことが
できる。二価または多価カチオンが存在しないと、ニトリルエマルジョン中の複数の重合
体鎖が互いに良好に架橋しないと考えられる。
【００８５】
　使用される金属酸化物の種類に関わらず、金属酸化物は、配合ニトリルゴム組成物中に
、ニトリルゴムの１００乾燥部あたり、約０．０１部ないし約２部、例えば約０．２５部
ないし約０．４部、または例えば約０．０８部ないし約０．３部の範囲の量で含まれ得る
。
【００８６】
　上述したように、硫黄系架橋剤は、ニトリルゴム組成物を含む手袋の層に対して耐油性
及び耐化学性を提供するめに、ニトリルゴム組成物に含めることができる。硫黄系架橋剤
は、化学的な膨潤、浸透、及び溶解に対する耐性を提供することができる。上述したアル
カリ剤及び金属酸化物系の架橋剤とは対照的に、この硫黄系架橋剤は、カルボキシル化ニ
トリルゴムのブタジエンサブユニットを共有架橋するために使用される。
【００８７】
　硫黄系架橋剤は、配合ニトリルゴム組成物中に、ニトリルゴムの１００乾燥部あたり、
約０．１部ないし約５部、例えば約０．２部ないし約２．５部、または例えば約０．５部
ないし約２部の範囲の量で含まれ得る。
【００８８】
　加硫促進剤は、最終製品に対して所望のレベルの化学的耐性を提供するために、硫黄系
架橋剤と組み合わせて使用される。硫黄系架橋剤と同様に、加硫促進剤は、カルボキシル
化ニトリルゴムのブタジエンサブユニットを共有架橋するために使用される。加硫促進剤
は、硫黄と共に加えられる一種類のジチオカルバマートであり得る。しかしながら、高レ
ベルの化学的耐性が必要とされる他の場合では、複数種類の加硫促進剤の組み合わせが使
用され得る。このような組み合わせは、ジチオカルバマート、チアゾール、及びグアニジ
ンであり得、これらの比は、約１：１：２であり得る。例えば、加硫促進剤は、ジエチル
ジチオカルバミン酸亜鉛（ＺＤＥＣ）、メルカプトベンゾチアゾール亜鉛（ＺＭＢＴ）、
ジフェニルグアニジン（ＤＰＧ）、またはこれらの任意の組み合わせであり得る。
【００８９】
　使用される加硫促進剤または加硫促進剤の組み合わせに関わらず、加硫促進剤は、配合
ニトリルゴム組成物中に、ニトリルゴムの１００乾燥部あたり、約０．１部ないし約５部
、例えば約０．２部ないし約２．５部、または例えば約０．５部ないし約２部の範囲の量
で含まれ得る。ある特定の実施形態では、加硫促進剤は、ジエチルジチオカルバミン酸亜
鉛（ＺＤＥＣ）、メルカプトベンゾチアゾール亜鉛（ＺＭＢＴ）、及びジフェニルグアニ
ジン（ＤＰＧ）の組み合わせであり、これらは、ニトリルゴムの１００乾燥部あたり、０
．２５部（ＺＤＥＣ）、０．２５部（ＺＭＢＴ）、及び０．５部（ＤＰＧ）の割合で含ま
れ得る。
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【００９０】
　さらに、本発明のエラストマー手袋の把持側層または本発明のエラストマー手袋の着用
側層を形成するためにポリウレタン組成物を使用するか否かに応じて、本発明のポリウレ
タン組成物は、所望のレベルの色、コントラスト、明るさ、彩度、明度、及び／または不
透明度を提供するために、１以上の二酸化チタンまたは同様の充填剤、着色顔料、または
これらの任意の組み合わせを含むことができる。具体的には、配合ポリウレタン組成物は
、ポリウレタンの１００乾燥部あたり、約０．２５部ないし約３０部、例えば約０．５部
ないし約１５部、または例えば約０．７５部ないし約１０部の範囲の量の二酸化チタンま
たは他の同様の充填剤を含むことができる。いかなる特定の理論によっても限定されるこ
とを意図しないが、本発明者らは、上記の量の二酸化チタンまたは他の同様の充填剤を含
有することにより、手袋の様々な層の間での着色顔料の滲出（bleed through）を防止で
きることを見出した。さらに、本発明のエラストマー手袋の着用側層として使用する場合
、配合ポリウレタン組成物は、ポリウレタン１００乾燥部あたり、明るい着色顔料（例え
ば、赤色、オレンジ色、黄色、緑色、青色、インディゴ色、紫色、またはこれらの任意の
組み合わせ）を約０．０５部ないし約１５部、例えば約０．５部ないし１２．５部、また
は例えば約０．６部ないし約８部の範囲の量で含むことができる。さらに、本発明者らは
、着用側層の組成物（例えば、ニトリルゴム）中における二酸化チタンの部の着色顔料の
部に対する比を調節することにより、上記したような十分な明度及び彩度を有する着用側
層を実現できることを発見した。具体的には、着用側層の組成物中における二酸化チタン
の部の着色顔料の部に対する比は、約０．２５ないし約３、例えば約０．３ないし約２．
７５、または例えば約０．７５ないし約２．５であり得る。なお、いくつかの実施形態で
は、エラストマー手袋の着用側層として使用される配合ニトリルゴム組成物は、追加的な
着色顔料を含まずに、上記の量の二酸化チタンを含むことができることを理解されたい。
また、いくつかの実施形態では、着用側層として説明された層により把持側層を形成して
もよく、その逆もまた同様であることも理解されたい。
【００９１】
　一方、本発明のエラストマー手袋の把持側層として使用する場合、配合ポリウレタン組
成物は、ポリウレタン１００乾燥部にあたり、暗い色の顔料（例えば、黒色、茶色、濃い
灰色、青色、紫色など）を約０．２５部ないし約５部、例えば約０．５部ないし約４部、
または例えば約０．７５部ないし約３部の範囲の量で含むことができる。
【００９２】
　なお、着用側層の形成に使用される組成物を把持側層の形成に使用し、把持側層の形成
に使用される組成物を着用側層の形成に使用してもよい。この場合でも、手袋の各層間の
色コントラストに基づいて、手袋の損傷を検出することができる。
【００９３】
　本発明の手袋の作製に使用される組成物の成分の種類に関わらず、配合後の組成物は、
約１５％ないし約３０％、例えば約１６％ないし約２８％、または例えば約１８％ないし
約２６％の全固形分（ＴＳＣ）を有し得る。ＴＳＣが減少したことにより、他の多層物品
と比べて厚さが減少した物品の作製が可能となる。さらに、ポリウレタン組成物及びニト
リルゴム組成物に添加される成分は、これらの組成物に任意の順番で添加してもよいこと
を理解されたい。
【００９４】
　ニトリルゴム組成物及びポリウレタン組成物が配合された後、これらの組成物は、任意
の適切なエラストマー物品を作製するのに使用することができる。ある特定の実施形態で
は、ニトリルゴム組成物、ポリウレタン組成物、またはこれらの任意の組み合わせは、複
数の層を有する手袋の作製に使用することができる（詳細については後述する）。
【００９５】
　ＩＩ　手袋の作製
【００９６】
　様々な手袋層組成物（例えば、ポリウレタン組成物、ニトリルゴム組成物、または任意
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の他の適切な材料から形成された組成物）を配合した後、配合組成物は、エラストマー手
袋を作製するために、凝固剤浸漬－コーティングプロセスに使用される。多層手袋を作製
するために任意の適切な材料を使用することができるが、ある特定の実施形態では、把持
側層はポリウレタンから形成し、着用側層はニトリルゴムから形成することができる。簡
潔にするために、以下に説明する手袋作製浸漬プロセスでは、ポリウレタン製の把持側層
及びニトリルゴム製の着用側層を有する手袋の作製に関して記載するが、把持側層はニト
リルゴムから形成し、着用側層はポリウレタンから形成してもよいことを理解されたい。
あるいは、把持側層及び着用側層は、ポリウレタン及びニトリルゴムの代わりに、任意の
適切な材料から形成してもよい。例えば、把持側層及び着用側層の両方を、ニトリルゴム
組成物から形成してもよい。
【００９７】
　図３に示すように、ある特定の実施形態では、ステップ１００、ステップ２００、ステ
ップ３００、及びステップ４００を含む３段階浸漬プロセスが意図される。エラストマー
手袋を作製するためのこのプロセスは、約５５℃ないし約６０℃、好ましくは約５８℃に
余熱された清潔な手袋のフォームまたは型（モールド）を用意するステップを含む。続い
て、ステップ１００では、用意した手袋の型を、１以上の金属塩（例えば、カルシウム、
アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、硫酸塩、または塩化物塩、またはこれらの任意の組
み合わせ）を含むパウダーフリー凝固剤を含有する凝固剤溶液（例えば、水溶液）に浸漬
させる。この凝固剤溶液（パウダーフリー凝固剤溶液）への浸漬時間は、約２秒間ないし
約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態では、浸漬時間は、約３秒間ないし約
１０秒間であることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約５秒間であり得る。金属塩は、
凝固剤溶液中に、該溶液の総重量に基づいて、約３重量％ないし約２２重量％、例えば約
４重量％ないし約２１重量％、または例えば約５重量％ないし約２０重量％の範囲の量で
含まれ得る。パウダーフリー凝固剤に加えて、ステップ１００で使用される凝固剤溶液は
、１以上の他の成分を含むことができる。例えば、凝固剤溶液は、ワックス、ヒドロゲル
、シリコーン、ゲル、無機粉末（例えば、炭酸塩、ステアリン酸塩、酸化物、水酸化物、
アルミン酸塩など）、抗菌剤（例えば、銀（Ａｇ＋＋）銅（Ｃｕ＋＋）、ポリヘキサメチ
レンビグアニド（ＰＨＭＢ）など）、アクリル系ポリマー、過酸化物架橋剤、皮膚軟化剤
（例えば、シアバター、石油など）、親水剤、疎水剤、顔料、着色剤、染料、ポリオレフ
ィン系粉末（例えば、ポリエチレン粉末、ポリプロピレン粉末など）、界面活性剤、石鹸
、酸性剤、アルカリ剤、またはこれらの任意の組み合わせなどを含むことができる。これ
らの追加的な成分は、凝固剤溶液の総重量に基づいて、約０．１重量％ないし約３０重量
％、例えば約０．５重量％ないし約２５重量％、または例えば約１重量％ないし約２０重
量％の範囲の量で凝固剤溶液中に含まれ得る。
【００９８】
　ステップ２００では、パウダーフリー凝固剤が表面に付着した型を乾燥させ、約７０℃
±５℃まで再加熱し、第１の組成物（例えば、配合ポリウレタン組成物）の溶液槽に浸漬
させて、ゲル状の手袋の第１の層（例えば、把持側層）を形成する。第１の組成物溶液へ
の浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態では、
浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒の範囲であることが望ましい。例えば、浸漬時間は
、約５秒間であり得る。
【００９９】
　次に、ステップ３００では、第１の層（例えば、把持側層）によって表面が被覆された
型を乾燥させ、約７０℃±５℃まで再加熱し、第２の組成物（例えば、配合ニトリルゴム
組成物）の溶液槽に１回以上（例えば、１回、２回、３回、または４回）浸漬させて、ゲ
ル状の手袋の第２の層（例えば、着用側層）を形成する。いくつかの実施形態では、浸漬
ステップ３００では、作製された手袋を型から取り出したときに、識別可能なカフが別個
に形成されないように、型は、第２の組成物が、型の表面に形成されたポリウレタン層（
第１の層）を越えて延在しないようにして、第２の組成物（例えば、配合ニトリルゴム組
成物）の溶液に浸漬させられる。他の実施形態では、浸漬ステップ３００では、作製され
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た手袋を型から取り出したときに、第２の組成物から形成されたカフが露出して視認でき
るように、型は、第２の組成物が、型の表面に形成された第１の層を越えて延在するよう
にして、第２の組成物溶液に浸漬させられる。第２の組成物溶液への浸漬時間は、約５秒
間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態では、浸漬時間は、約６秒間
ないし約１５秒間であることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約８秒間であり得る。し
たがって、第２の組成物溶液への浸漬時間は、第１の組成物溶液への浸漬時間よりも長く
あり得る。例えば、第２の組成物溶液への浸漬時間は、第１の組成物溶液への浸漬時間よ
りも約４０％ないし約１００％、例えば約５０％ないし約８０％、または例えば約６０％
長くあり得る。いかなる特定の理論によっても限定されることを意図しないが、本発明者
らは、第１の組成物溶液への浸漬と第２の組成物溶液への浸漬との間で凝固剤浸漬を行わ
ない３段階浸漬プロセスにおいて、第２の組成物溶液への浸漬時間を第１の組成物溶液へ
の浸漬時間よりも長くすることにより、作製された手袋が、色の滲出（bleed through）
が最小であり、かつ第１の組成物及び第２の組成物により形成された各層間に十分なレベ
ルのコントラストが存在する、許容可能なレベルの色相及び彩度を有する２つの層を含む
ことができることを見出した。この結果、手袋の損傷を検出する能力を高めることができ
る。その後、別個のカフス層が形成されたか否かに関わらず、２つの層を有し、最外側面
に着用側層が形成されたゲル状の手袋基体が表面に付着した型を水に浸して、全ての水溶
性材料成分を除去する。続いて、ゲル状の手袋基体が表面に付着した型を、オーブン中で
約８０℃ないし約１００℃の範囲の温度で乾燥させる。次に、ステップ４００では、型か
ら手袋を取り出し、手袋の表面の粘着性を低下させるために、手袋の表面を塩素水で処理
する。最後に、完成した手袋を乾燥させ、フォーマーから剥がし、包装の準備をする。
【０１００】
　図４に示すように、別の特定の実施形態では、ステップ５００、ステップ６００、ステ
ップ７００、ステップ８００、及びステップ９００を含む４段階浸漬プロセスが意図され
る。エラストマー手袋を作製するためのこのプロセスは、約５５℃ないし約６０℃、好ま
しくは約５８℃に余熱された清潔な手袋のフォームまたは型（モールド）を用意するステ
ップを含む。続いて、ステップ５００では、用意した型を、１以上の金属塩（例えば、カ
ルシウム、アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、硫酸塩、または塩化物塩、またはこれら
の任意の組み合わせ）を含む第１のパウダーフリー凝固剤を含有する凝固剤溶液（例えば
、水溶液）に浸漬させる。この凝固剤溶液（第１のパウダーフリー凝固剤溶液）への浸漬
時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態では、浸漬時
間は、約３秒間ないし約１０秒間であることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約５秒間
であり得る。金属塩は、凝固剤溶液中に、該溶液の総重量に基づいて、約６重量％ないし
約１４重量％、例えば約７重量％ないし約１３重量％、または例えば約８重量％ないし約
１２重量％の範囲の量で含まれ得る。第１のパウダーフリー凝固剤に加えて、ステップ５
００で使用される凝固剤溶液は、１以上の他の成分を含み得る。例えば、凝固剤溶液は、
ワックス、ヒドロゲル、シリコーン、ゲル、無機粉末（例えば、炭酸塩、ステアリン酸塩
、酸化物、水酸化物、アルミン酸塩など）、抗菌剤（例えば、銀（Ａｇ＋＋）銅（Ｃｕ＋

＋）、ポリヘキサメチレンビグアニド（ＰＨＭＢ）など）、アクリル系ポリマー、過酸化
物架橋剤、皮膚軟化剤（例えば、シアバター、石油など）、親水剤、疎水剤、顔料、着色
剤、染料、ポリオレフィン系粉末（例えば、ポリエチレン粉末、ポリプロピレン粉末など
）、界面活性剤、石鹸、酸性剤、アルカリ剤、またはこれらの任意の組み合わせなどを含
むことができる。これらの追加的な成分は、凝固剤溶液の総重量に基づいて、約０．１重
量％ないし約３０重量％、例えば約０．５重量％ないし約２５重量％、または例えば約１
重量％ないし約２０重量％の範囲の量で凝固剤溶液中に含まれ得る。
【０１０１】
　ステップ６００では、第１のパウダーフリー凝固剤が表面に付着した型を乾燥させ、約
７０℃±５℃まで再加熱し、第１の組成物（例えば、配合ポリウレタン組成物）の溶液槽
に浸漬させて、ゲル状の手袋の第１の層（例えば、把持側層）を形成する。第１の組成物
溶液への浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態
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では、浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒であることが望ましい。例えば、浸漬時間は
、約５秒間であり得る。
【０１０２】
　次に、ステップ７００では、第１の層によって表面が被覆された型を、１以上の金属塩
（例えば、カルシウム、アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、硫酸塩、または塩化物塩、
またはこれらの任意の組み合わせ）を含む第２のパウダーフリー凝固剤を含有する凝固剤
溶液（例えば、水溶液）に浸漬させる。この凝固剤溶液（第２のパウダーフリー凝固剤溶
液）への浸漬時間は、約０．１秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施
形態では、浸漬時間は、約０．２５秒間ないし約１０秒間であることが望ましい。例えば
、浸漬時間は、約０．５秒間であり得る。金属塩は、凝固剤溶液中に、該溶液の総重量に
基づいて、約３重量％ないし約２２重量％、例えば約４重量％ないし約２１重量％、また
は例えば約５重量％ないし約２０重量％の範囲の量で含まれ得る。これにより、第１の層
から第２の層への色の浸透（infiltration）を阻止または防止するのに十分なバリアが第
１の層と第２の層との間に形成することができ、かつ、本発明の手袋が市販の手袋と比較
して薄い厚さを依然として有することができる。第２のパウダーフリー凝固剤に加えて、
ステップ７００で使用される凝固剤溶液は、１以上の他の成分を含むことができる。例え
ば、凝固剤溶液は、ワックス、ヒドロゲル、シリコーン、ゲル、無機粉末（例えば、炭酸
塩、ステアリン酸塩、酸化物、水酸化物、アルミン酸塩など）、抗菌剤（例えば、銀（Ａ
ｇ＋＋）銅（Ｃｕ＋＋）、ポリヘキサメチレンビグアニド（ＰＨＭＢ）など）、アクリル
系ポリマー、過酸化物架橋剤、皮膚軟化剤（例えば、シアバター、石油など）、親水剤、
疎水剤、顔料、着色剤、染料、ポリオレフィン系粉末（例えば、ポリエチレン粉末、ポリ
プロピレン粉末など）、界面活性剤、石鹸、酸性剤、アルカリ剤、またはこれらの任意の
組み合わせなどを含むことができる。これらの追加的な成分は、凝固剤溶液の総重量に基
づいて、約０．１重量％ないし約３０重量％、例えば約０．５重量％ないし約２５重量％
、または例えば約１重量％ないし約２０重量％の範囲の量で凝固剤溶液中に含まれ得る。
【０１０３】
　次に、ステップ８００では、型を乾燥させ、約７０℃±５℃まで再加熱し、第２の組成
物（例えば、配合ニトリルゴム組成物）の溶液槽に１回以上（例えば、１回、２回、３回
、または４回）浸漬させて、第２の層（例えば、着用側層）を形成する。第２の組成物溶
液への浸漬時間は、約０．５秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形
態では、浸漬時間は、約１秒間ないし約８秒間の範囲であることが望ましい。例えば、浸
漬時間は、約３秒間であり得る。したがって、第２の組成物溶液への浸漬時間は、第１の
組成物溶液への浸漬時間よりも短くあり得る。具体的には、第２の組成物溶液への浸漬時
間は、第１の組成物溶液への浸漬時間よりも、約１０％ないし約９０％、例えば約１５％
ないし約８０％、または例えば約２０％ないし約６０％短くあり得る。いかなる特定の理
論によっても限定されることを意図しないが、本発明者らは、４段階浸漬プロセスにおい
て、第２の組成物溶液への浸漬時間を約０．１秒にして、第１の組成物溶液への浸漬時間
よりも短くすることにより、作製された手袋が、色の滲出（bleed through）が最小であ
り、かつ第１の組成物及び第２の組成物により形成された各層間に十分なレベルのコント
ラストが存在する、許容可能なレベルの色相及び彩度を有する層を含むことができること
を見出した。この結果、手袋の損傷を検出する能力を高めることができる。さらに、４段
階浸漬プロセスを用いたにもかかわらず、いくつかの実施形態では、上述した３段階浸漬
プロセスと比較して、手袋の作製時間を短縮することができる。この４段階浸漬プロセス
では、第２のパウダーフリー凝固剤溶液への浸漬時間（ステップ７００）と第２の組成物
溶液への浸漬時間（ステップ８００）との合計が、３段階浸漬プロセスにおける第２の組
成物溶液への浸漬時間（ステップ３００）よりも短いためである。さらに、４段階浸漬プ
ロセスを用いたにもかかわらず、本発明の手袋は、市販の手袋と比較して薄い厚さを依然
として有することができる。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、浸漬ステップ８００では、作製された手袋を型から取り出し
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たときに、識別可能なカフが別個に形成されないように、型は、第２の組成物が、型の表
面に形成された第１の層を越えて延在しないようにして、第２の組成物溶液に浸漬させら
れる。他の実施形態では、浸漬ステップ８００では、作製された手袋を型から取り出した
ときに、第２の組成物から形成されたカフが露出して視認できるように、型は、第２の組
成物が、型の表面に形成された第１の層を越えて延在するようにして、第２の組成物溶液
に浸漬させられる。その後、別個のカフス層が形成されたか否かに関わらず、２つの層を
有するゲル状の手袋基体が表面に付着した型を水に浸して、全ての水溶性材料成分を除去
する。続いて、ゲル状の手袋基体が表面に付着した型を、オーブン中で約８０℃ないし約
１００℃の範囲の温度で乾燥させる。次に、ステップ９００では、型から手袋を取り出し
、手袋の表面の粘着性を低下させるために、手袋の表面を塩素水で処理する。最後に、完
成した手袋を乾燥させ、フォーマーから剥がし、これにより包装の準備をする。いかなる
特定の理論によっても限定されることを意図しないが、本発明者らは、ステップ７００に
おいて多量の金属塩を使用することにより、２つの別個の層（例えば、把持側層及び着用
側層）を有し、かつその２層間に明確な区別が存在する手袋を容易に作製できることを見
出した。換言すれば、多量の金属塩を使用することにより、一方の層が有する暗い色の顔
料または着色剤が、明るい色の顔料または着色剤を有する他方の層へ浸透するのを防止す
るバリアが２層間に形成され、これにより２層間のコントラストが十分なレベルに維持さ
れる。
【０１０５】
　本発明により意図される別の方法では、図５に示すように、ステップ１０００、ステッ
プ１１００、ステップ１２００、ステップ１３００、及びステップ１４００を含む別の４
段階浸漬プロセスが意図される。エラストマー手袋を作製するためのこのプロセスは、約
５５℃ないし約６０℃、好ましくは約５８℃に余熱された清潔な手袋のフォームまたは型
（モールド）を用意するステップを含む。続いて、ステップ１０００では、用意した型を
、１以上の金属塩（例えば、カルシウム、アルミニウム、または亜鉛の硝酸塩、硫酸塩、
または塩化物塩、またはこれらの任意の組み合わせ）を含むパウダーフリー凝固剤を含有
する凝固剤溶液（例えば、水溶液）に浸漬させる。この凝固剤溶液（パウダーフリー凝固
剤溶液）への浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施
形態では、浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒間であることが望ましい。例えば、浸漬
時間は、約５秒間であり得る。金属塩は、凝固剤溶液中に、該溶液の総重量に基づいて、
約３重量％ないし約２２重量％、例えば約４重量％ないし約２１重量％、または例えば約
５重量％ないし約２０重量％の範囲の量で含まれ得る。パウダーフリー凝固剤に加えて、
ステップ１０００で使用される凝固剤溶液は、１以上の他の成分を含むことができる。例
えば、凝固剤溶液は、ワックス、ヒドロゲル、シリコーン、ゲル、無機粉末（例えば、炭
酸塩、ステアリン酸塩、酸化物、水酸化物、アルミン酸塩など）、抗菌剤（例えば、銀（
Ａｇ＋＋）銅（Ｃｕ＋＋）、ポリヘキサメチレンビグアニド（ＰＨＭＢ）など）、アクリ
ル系ポリマー、過酸化物架橋剤、皮膚軟化剤（例えば、シアバター、石油など）、親水剤
、疎水剤、顔料、着色剤、染料、ポリオレフィン系粉末（例えば、ポリエチレン粉末、ポ
リプロピレン粉末など）、界面活性剤、石鹸、酸性剤、アルカリ剤、またはこれらの任意
の組み合わせなどを含むことができる。これらの追加的な成分は、凝固剤溶液の総重量に
基づいて、約０．１重量％ないし約３０重量％、例えば約０．５重量％ないし約２５重量
％、または例えば約１重量％ないし約２０重量％の範囲の量で凝固剤溶液中に含まれ得る
。ステップ１１００では、パウダーフリー凝固剤が表面に付着した型を乾燥させ、約７０
℃±５℃まで再加熱し、第１の組成物（例えば、配合ポリウレタン組成物）の溶液槽に浸
漬させて、ゲル状の手袋の第１の層（例えば、把持側層）を形成する。第１の組成物溶液
への浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲であり得る。ある特定の実施形態では
、浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒であることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約
５秒間であり得る。次に、第１の組成物が流動しないことを確実にする十分な時間（例え
ば、約５秒間ないし約６０秒間、望ましくは約５秒間ないし約１０秒間の範囲）が経過し
た後、ステップ１２００では、第１の層（例えば、把持側層）によって表面が被覆された
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型を乾燥させ、約７０℃±５℃まで再加熱し、第２の組成物（例えば、配合ニトリルゴム
組成物）の溶液槽に１回浸漬させて、ゲル状の手袋の第２の層（例えば、着用側層）の第
１の部分を形成する。第２の組成物溶液への浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範
囲であり得る。ある特定の実施形態では、浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒間の範囲
であることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約５秒間であり得る。次に、ステップ１３
００では、第１の層（例えば、把持側層）及びその上に被覆された第２の層（例えば、着
用側層）の第１の部分を有する型を、第２の組成物溶液中に再び浸漬させるか、または第
３の組成物溶液に浸漬させる。このステップ１３００により、上述した所望の彩度（飽和
度）及び明度を確実に実現することができる。この場合も先と同様に、第２の組成物溶液
への浸漬時間または第３の組成物溶液への浸漬時間は、約２秒間ないし約６０秒間の範囲
であり得る。ある特定の実施形態では、浸漬時間は、約３秒間ないし約１０秒間の範囲で
あることが望ましい。例えば、浸漬時間は、約５秒間であり得る。加えて、ステップ１２
００での浸漬とステップ１３００での浸漬との間の時間差は、ステップ１２００の第１の
組成物がステップ１３００での浸漬を開始したときに流動しないように、約５秒間ないし
約６０秒間、望ましくは約５秒間ないし約１０秒間の範囲であり得る。いくつかの実施形
態では、浸漬ステップ１２００－１３００では、作製された手袋を型から取り出したとき
に、識別可能なカフが別個に形成されないように、型は、第２の組成物が、型の表面に形
成された第１の層を越えて延在しないようにして、第２の組成物溶液に浸漬させられる。
この場合、手袋の着用側層を折り返して露出させることにより、カフを形成することがで
きる。他の実施形態では、浸漬ステップ１２００－１３００では、作製された手袋を型か
ら取り出したときに、第２の組成物から形成されたカフが露出して視認できるように、型
は、第２の組成物が、型の表面に形成された第１の層を越えて延在するようにして、第２
の組成物溶液に浸漬させられる。その後、別個のカフス層が形成されたか否かに関わらず
、２つの層を有し、最外側面に着用側層が形成されたゲル状の手袋基体が表面に付着した
型を水に浸して、全ての水溶性材料成分を除去する。続いて、ゲル状の手袋基体が表面に
付着した型を、オーブン中で約８０℃ないし約１００℃の範囲の温度で乾燥させる。次に
、ステップ１４００では、型から手袋を取り出し、手袋の表面の粘着性を低下させるため
に、手袋の表面を塩素水で処理する。最後に、完成した手袋を乾燥させ、フォーマーから
剥がし、包装の準備をする。
【０１０６】
　上述した浸漬プロセス中に、型をポリウレタン組成物及び／またはニトリルゴム組成物
の浸漬溶液中に入れる速度及び該溶液から取り出す速度を速くすると、手袋の厚さプロフ
ァイルはより均一になる。これは、少なくとも一部には、浸漬溶液中での型の指先領域と
カフ領域との間の浸漬時間の差が減少するためである。型を、浸漬溶液中に入れたときの
最初の垂直状態またはそれに近い状態で浸漬槽から取り出す。そして、手袋の指先領域が
水平になるようにまたは水平よりも上側に位置するように、型を傾かせ（例えば、水平に
対して約２０°ないし４５°の角度で傾かせる）、その状態を数秒間ないし約４０秒間維
持する。その後すぐに、型をその長手方向軸に沿って回転させながら、指先領域の位置を
水平状態と最初の垂直状態との間の位置または角度まで下げる。この上げ下げの操作を、
正弦波的または波状的な動作で繰り返す。このプロセスにより、型の表面にエラストマー
材料組成物（例えば、ポリウレタン組成物及びニトリルゴム組成物）をより均一に広げる
ことができ、これにより、全体的に厚さが薄い基材製品を作製することができる。
【０１０７】
　加えて、いくつかの実施形態では、３段階浸漬プロセスまたは４段階浸漬プロセスのい
ずれを用いる場合でも、（例えば、第１の層、または把持側層を形成するための）第１の
組成物溶液への浸漬中に、マスクを用いて、手袋の外側の把持側層に、任意の所望のグラ
フィック（図形）、パターン、ロゴ、デザイン、またはテキストなどを形成することがで
きる。これにより、第１の層（把持側層）を有する型を第２の組成物溶液に浸漬させて第
２の層（着用側層）を形成した後に、マスクを用いた位置において手袋の着用側層が見え
るようにすることができる。
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【０１０８】
　本発明は、以下の実施例を参照することにより、より良く理解できるであろう。
【０１０９】
　ＩＩＩ　実施例
【０１１０】
　実施例１
【０１１１】
　実施例１では、ポリウレタン組成物及びニトリルゴム組成物を使用し、上述した４段階
凝固剤浸漬－コーティングプロセスにより作製したエラストマー手袋に対して、機械的試
験を実施した。使用したポリウレタン組成物及びニトリルゴム組成物を、下記の表２及び
表３に詳細に示す。第１の凝固剤溶液（ポリウレタン浸漬前の凝固剤浸漬ステップ）は１
２重量％の硝酸カルシウムを含み、第２の凝固剤溶液（ポリウレタン浸漬後及びニトリル
ゴム浸漬前の凝固剤浸漬ステップ）は１８重量％の硝酸カルシウムを含む。ニトリルゴム
層がポリウレタン層を越えて延在してカフが形成されるように手袋を作製し、その機械的
性質を従来の紫色のニトリル手袋と比較した。引張試験のパラメータ及び方法は、米国材
料試験協会（ＡＳＴＭ）の試験基準Ｄ－４１２－９８ａに規定されている。本発明では、
ＡＳＴＭのプロトコルを変更せずにそのまま使用した。使用した試験装置は、約＋／－１
００Ｎのキャパシティを有する静的負荷セルを備えたＩｎｓｔｒｏｎ（登録商標）張力計
の５５６４型、及びＸＬ伸び計である。なお、上記のＡＳＴＭ試験基準を満たす限り、他
の同様の種類の装置を使用してもよい。
【０１１２】

【表２】

【０１１３】
【表３】

【０１１４】
　実施例１の手袋は、約０．０５９ｍｍのカフ領域の平均厚さ、約０．１１５ｍｍの手の
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平領域の平均厚さ、約０．１３７ｍｍの指領域の平均厚さ、約５．８２ｇの平均重量、及
び約２４５ｍｍの平均長さを有していた。比較対象の紫色のニトリル手袋は、約０．０９
７ｍｍのカフ領域の平均厚さ、約０．１２２ｍｍの手の平領域の平均厚さ、約０．１４７
ｍｍの指領域の平均厚さ、約５．８０ｇの平均重量、及び約２４５ｍｍの平均長さを有し
ていた。さらに、実施例１の手袋は、約５．４９ＭＰａの３００％伸長時の平均弾性係数
（average modulus）、約３４．１２ＭＰａの平均引張強度（average tensile strength
）、約１２．１４Ｎの平均破断荷重（average force at break）、及び約６７２％の平均
破断伸び（average percent elongation at break）を有していた。一方、比較対象の紫
色ニトリル手袋は、約３．２６ＭＰａの３００％伸長時の平均弾性係数、約３５．１４Ｍ
Ｐａの平均引張強度、約１１．１５Ｎの平均破断荷重、及び約６６６％の平均断伸びを有
していた。さらに、実施例１の手袋は、２つの別個の着色層（青色の把持側層及び緑色の
着用側層）を含み、着用側層の緑色が把持側層の青色に対して高レベルのコントラストを
有することにより、青色の把持側層での損傷の検出が向上する。加えて、青色層及び緑色
層は均一に着色されており、青色層が緑色層に滲出したり（にじんだり）、その反対に、
緑色層が青色層に滲出したりすることはなかった。
【０１１５】
　実施例２
【０１１６】
　実施例２では、黒色顔料を含む把持側層と、オレンジ色顔料を含む着用側層とを有する
多層手袋を４段階浸漬プロセスにより作製する能力を実証した。まず、手袋の型を、１０
重量％の硝酸カルシウムを含有する第１のパウダーフリー凝固剤溶液に浸漬させた。続い
て、型を、ニトリルゴム１００部あたり黒色顔料１部を含有する第１のニトリルゴム組成
物溶液に浸漬させて、２０％の全固形分を有する把持側層を形成した。次に、型を、１８
重量％の硝酸カルシウムを含有する第２のパウダーフリー凝固剤溶液に浸漬させた。その
後、型を、ニトリルゴム１００部あたり二酸化チタン１０部及びオレンジ色顔料５部を含
有する第２のニトリルゴム組成物溶液に浸漬させて、２０％の全固形分を有する着用側層
を形成した。型は、第１及び第２のニトリルゴム組成物溶液中に同じ深さで浸漬させた。
その後、手袋を型から取り出した後に手袋のカフ領域を折り返して、明るい色を有する着
用側層を露出させた。高濃度の硝酸カルシウム層を有する第２のパウダーフリー凝固剤層
、及び十分な量の二酸化チタン充填剤を含む明るい色の着用側層に少なくとも部分的に起
因して、把持側層及び着用側層は別個の層として維持され、把持側層の暗い色（黒色）が
、明るい色（オレンジ色）の着用側層に滲出（ブリードアウト）することはなかった。
【０１１７】
　実施例３
【０１１８】
　実施例３では、黒色顔料を含む把持側層と、オレンジ色顔料を含む着用側層とを有する
多層手袋を３段階浸漬プロセスにより作製する能力を実証した。まず、手袋の型を、１８
重量％の硝酸カルシウムを含有する第１のパウダーフリー凝固剤溶液に浸漬させた。続い
て、型を、ニトリルゴム１００部あたり黒色顔料１部を含有する第１のニトリルゴム組成
物に浸漬させて、２０％の全固形分を有する把持側層を形成した。次に、型を、ニトリル
ゴム１００部あたり二酸化チタン１０部及びオレンジ顔料５部を含有する第２のニトリル
ゴム組成物に浸漬させて、２０％の全固形分を有する着用側層を形成した。型は、第１及
び第２のニトリルゴム組成物溶液中に同じ深さで浸漬させた。その後、手袋を型から取り
出した後に手袋のカフ領域を折り返して、明るい色を有する着用側層を露出させた。十分
な量の二酸化チタン充填剤を含む明るい色の着用側層に少なくとも部分的に起因して、把
持側層及び着用側層は別個の層として維持され、把持側層の暗い色（黒色）が、明るい色
（オレンジ色）の着用側層に滲出（ブリードアウト）することはなかった。
【０１１９】
　実施例４
【０１２０】
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　実施例１のようにして作製した、古くなる前の（unaged）多層手袋と、古くなった（ag
ed）多層手袋との両方に対して機械的試験を実施し、単層ニトリルゴム手袋及び単層ポリ
ウレタン手袋と比較した。古くなる前の手袋を７０℃の温度に１６８時間暴露させた。そ
の結果を、図６及び図７に要約した。図６及び図７に示すように、本発明の多層ポリウレ
タン及びニトリルゴム手袋の厚さは、ニトリルゴム手袋またはポリウレタン手袋と比較し
て増加したが、本発明の多層手袋の厚さは依然として約０．１１５ｍｍであり、このよう
な薄い厚さは高い快適性、及び温度及び表面テクスチャに対する高い触覚感度を提供する
ことができる。加えて、このような薄い厚さを有するにもかかわらず、本発明の多層ニト
リルゴム及びポリウレタン手袋の様々な着色層は、他の着色層に「滲出（bleed）」する
ことはなかった。さらに、古くなったまたは古くなる前の本発明の多層ニトリルゴム及び
ポリウレタン手袋は、従来のニトリルゴム手袋と同様の３００％伸張時弾性係数、引張強
度、破断伸びを示すとともに、従来のニトリルゴム手袋と比較してより大きい破断荷重を
示した。いかなる特定の理論によっても限定されることを意図しないが、手袋の強度の増
加は、裂け、摩耗、及び化学薬品に対する手袋の抵抗性を高めることができるポリウレタ
ン層の追加に起因すると思われる。
【０１２１】
　実施例５
【０１２２】
　実施例５では、様々なニトリルゴム組成物を配合し、本発明により意図される３段階浸
漬プロセス（図３参照）により作製した手袋と、４段階浸漬プロセス（図４参照）により
作製した手袋との比色特性を比較するのに使用した。具体的には、本発明の手袋の様々な
層を形成するために使用された組成物は、黒色、オレンジ色、または白色であり、作製さ
れた手袋は、黒色、白色、またはオレンジ色の把持側層と、黒色、白色、またはオレンジ
色の着用側層とを有する。各組成物を下記の表４－表７に示し、作製された特定の手袋を
下記の表８に示す。
【０１２３】
【表４】

【０１２４】
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【表５】

【０１２５】
【表６】

【０１２６】
【表７】

【０１２７】
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【０１２８】
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【表９】

【０１２９】
　表９に示すように、４段階浸漬プロセスを用いて作製した手袋サンプル（サンプル１０
－１８）は、概して、３段階浸漬プロセスを用いて作製した手袋サンプル（サンプル１－
９）と同じ色差値を有していた。しかし、４段階浸漬プローブを用いて作製した手袋は、
より効率的に作製することができた。それは、４段階浸漬プロセスにおける第２の凝固剤
溶液への浸漬（最大５秒間）及び第２のゴム組成物溶液への浸漬（３秒間）が、３段階浸
漬プロセスにおけるゴム組成物溶液への浸漬（８秒間）よりも短い時間で実施できるから
である。
【０１３０】
【表１０】

【０１３１】
　表１０に示すように、本発明の手袋の黒色の把持側層から観察される本発明の手袋のオ
レンジ色の着用側層は、比較対象のＡＰＥＸ　Ｐｒｏ手袋の黒色の把持側層と比較して純
粋な黒色に近い（Ｌ＊値が０に近い）。さらに、本発明の手袋のオレンジ色の着用側層は
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、非常に高い彩度（飽和度）または色純度を示す６７．５の高いｃ＊値を示す。この結果
、オレンジ色の着用側層と、黒色の把持側層との間のコントラストが高くなり、これによ
り、手袋の損傷検出能力が向上する。
【０１３２】
　実施例６
【０１３３】
　次に、実施例６では、４段階浸漬プロセスを用いて作製した本発明の手袋の指領域の厚
さを、比較対象の市販の手袋の指領域の厚さと比較した。その結果を下記の表１１に示す
。
【０１３４】
【表１１】

【０１３５】
　上記の表１１に示すように、本発明によって意図される手袋（例えば、黒色／オレンジ
色の手袋）は、把持側層及び着用側層に２つの異なる色を有する市販の手袋よりも全体的
に大幅に薄くあり得る。しかし、本発明の手袋はより薄いにもかかわらず、２つの層の間
に十分なコントラストが依然として存在するため、手袋の損傷をより容易に検出すること
ができる。いかなる特定の理論によっても限定されることを意図しないが、本発明者らは
、手袋の全体厚さに対する割合が高い着用側層を有する手袋を作製することにより、本発
明の手袋のコントラストの改善及びその結果としての損傷検出能力の向上に寄与できるこ
とを見出した。例えば、上記の表１１に示すように、本発明によって意図される手袋の着
用側層の厚さは、指領域で測定した場合、手袋の全体厚さの約３０％以上であり、例えば
約３０％ないし約９０％、例えば約３２％ないし約８０％、または例えば約３４％ないし
約６０％の範囲であり得る。対照的に、マイクロフレックス社（Microflex Corporation
）製の手袋及びＡＰＥＸ　Ｐｒｏ手袋の着用側層の厚さは、指領域で測定した場合、手袋
の全体厚さの３０％未満である。
【０１３６】
　以上、一例として、本発明を概略的に及び詳細に説明した。本発明はその趣旨から逸脱
しない範囲で様々な変更または変形が可能であることは、当業者であれば理解できるであ
ろう。加えて、様々な実施形態の態様は、その全体またはその一部を相互に交換できるこ
とを理解されたい。さらに、当業者であれば、上記の詳細な説明及び実施例は説明のみを
目的としており、添付の特許請求の範囲に記載されている本発明の範囲をいかなる意味で
も限定することを意図していないことを理解できるであろう。
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